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平成２５年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第３日目（平成２５年３月１１日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５５分 開議）

開 議 宣 告

○議長（山崎数彦君） おはようございます。

ただいま出席している議員は７名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（山崎数彦君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署名議員に３番湯浅礼子さん、７番本田加津子さん

を指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（山崎数彦君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長に報告させます。

渡部議会事務局長。

○議会事務局長（渡部一幸君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は７名の出席であります。

本日欠席されますのは、原田議員であります。

以上で報告を終わります。

○議長（山崎数彦君） 特段の発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

この際、お知らせいたします。

さきに設置されました条例予算等審査特別委員会の正副委員長が、それぞれ選任された旨の

通知がありましたので、報告をいたします。

委員長、梶敏さん、副委員長女鹿聡さん。

以上であります。

一 般 質 問
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○議長（山崎数彦君） 日程第３ これより、一般質問を行います。

順次、発言を許します。

質問順序１、議席番号４番下山則義さん。

市民と協働で創るまちほか、９件について。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 本日の私からの一般質問は、件名１０件につきまして質問をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは早速、市政執行方針のほうからの質問に入らせていただきます。

まず、１番目でございます。

市民と協働で創るまちからの質問であります。

まず１番目、住民福祉の向上を目指し、より多くの市民との対話を進め市民主体のまちづく

りに取り組んでまいりますという記述がございます。これは２ページの６行目でございます

が、そこで、お伺いいたします。

各種団体にとどまらず、多くの市民との対話を実施していくという理解をいたしますが、そ

の手法をお伺いいたします。

次に、活力と魅力あふれるまちからの質問であります。

１番目、新たに、葉野菜の水耕栽培事業等云々とあり、観光事業等との連携に発展すること

を期待しておりますという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、その際の行政の役

割をどのように果たしていく考えなのかをお伺いいたします。

次に、２番目であります。

３ページの１０行目からの質問であります。観光事業の拠点となる云々とあり、管理運営を

行ってまいりますという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、施設の設置目的、管

理運営方針についての評価をどのように行っていくのかをお伺いいたします。

３ページの１３行目からの質問であります。チロルの湯につきましては云々とあり、引き続

き支援をしてまいりますという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、まず①休館し

ての改修工事になろうかと思いますが、その期間の従業員の雇用についてをお伺いいたしま

す。②であります。施設利用者に対するサービスの向上のための、これは従業員ということに

なろうかと思いますが、その研修等をどのように行っていくのか、それについてをお伺いいた

します。

次に、３ページの２０行目からの質問であります。定住化対策といたしましては云々とあ

り、分譲の促進を図ってまいりますという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、今

後の分譲の可能性についてをお伺いいたします。

次に、健康で心ふれあうまちからの質問であります。４ページの５行目。孤立死や閉じこも

りを予防するために云々とあり、事業への展開を図ってまいりますという記述がございます。

そこでお伺いいたしますが、どのような内容をお考えなのかをお伺いいたしたいと思います。

４ページの１５行目。２番目の質問であります。高齢者健康センター等利用優待事業を実施

するとありますが、内容についてお伺いをいたします。

４ページの１６行目。３番目の質問でございます。高齢者等低所得者世帯に対し冬の生活支

援について検討するという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、冬の生活支援、そ

の内容につきましてお伺いいたします。

４ページの２９行目でございます。障害ある人も云々とあり、提供を継続してまいりますと
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いう記述がございます。そこでお伺いいたしますが、ともに安心して暮らすことのできる社会

の構築、それをどのようにお考えなのかをお伺いいたします。

５ページの３行目でございます。予防対策事業及び健康づくり事業を推進してまいりますと

いう記述がございます。このことにつきましては、市立病院との連携、そのことをどのように

お考えなのかをお伺いいたします。

５ページの１２行目。病院事業につきましては云々とあり、経営の健全化に一層努力してま

いりますという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、ベッド数満床状態にもかかわ

らず経営が苦しい、その状況をどのように分析しているのかをお伺いいたします。

５ページの１６行目であります。現在推進している云々とあり、新たな計画を策定してまい

りますという記述がございます。市立病院の役割・使命、それをどのように考えているのかを

お伺いいたしたいと思います。

５ページの１９行目でございます。医療体制につきましては云々とあり、安定的な医療の提

供に努めてまいりますという記述がございます。そこで伺いますが、現状の医師・診療体制

で、十分な医療が行えるのかをお伺いいたします。

次に、快適でやすらぎのあるまちからの質問であります。７ページの３１行目。防災対策に

つきましては云々とあり、避難者の毛布や非常食などの備蓄を進めてまいりますという記述が

ございます。そこでお伺いいたしますが、昨年の文珠峠の土砂災害をどのように総括し、今後

につなげていくおつもりなのかをお伺いいたします。

次に、市政執行方針、市政を推進するためにからの質問でございます。９ページの３行目か

らの質問でありますが、行政の課題や多様化する市民ニーズに応えるべく市民の視点で考え行

動できる職員の育成と意識改革を進めるとともに、利用しやすい市役所づくりを目指してまい

りますという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、どのような方法でそのことを行

うのかをお伺いいたします。

次には、教育行政執行方針からの質問であります。

まずは、信頼される学校づくりからの質問であります。２ページの７行目。問題化している

いじめにつきましては云々とあり、連携を密にしていくことが大切ですという記述がございま

す。そこでお伺いいたしますが、いじめをいち早く発見するその方法についてお伺いいたしま

す。

３ページの７行目。教師としての責任感や使命感を云々とあり、やる気に火をつけさせるこ

とが重要ですという記述がございます。そこでお伺いいたしますが、責任感・使命感について

の教育長のお考えをお伺いいたします。

次に、一人ひとりに寄り添う教育の充実からの質問でございます。

１番目、児童・生徒に基礎的・基本的な云々とあり、個に応じた指導を充実してまいります

という記述がございます。個に応じたその指導内容につきましてお伺いをいたします。

次に、（8）成人・高齢者の学びの環境整備及び郷土財産の有効利用と保存・継承に努める

からの質問でありますが、学習活動に生きがいを持ち云々とあり、充実を図ってまいりますと

いう記述がございます。図書館と公民館の有効活用の工夫についてをお伺いいたしたいと思い

ます。

次に、教育委員会による学校等の視察についての質問であります。

これは２月の行政常任委員会の報告で、教育委員による小学校、中学校、そして幼稚園の視

察についての報告がございました。教育委員会が受けた教育現場でのその御感想につきまし

て、お伺いをいたしたいと思います。
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次に、教育行政執行方針を成し遂げるために、園児・児童そして生徒、また保護者・教職

員、それと同時に地域が行わなければならないその内容についてお伺いいたします。

以上、件名１０件、質問内容は２１件の項目になりますが、答弁をよろしくお願いいたしま

す。

○議長（山崎数彦君） その前にちょっと確認をいたします。

今の教育委員会の⑨の中の質問の中で、教育委員による学校等の視察の中で、学校教育委員

会というのが２回ほど出てきていますが、これはが教育委員ということが正しい質問の内容で

すね、どうですか。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 訂正させてください。小学校、中学校、幼稚園等の視察についての報

告がございました。教育委員が受けた教育現場の感想についてお伺いします、これに訂正をさ

せていただければと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 了解しました。

理事者答弁、村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

おはようございます。

平成２５年度の市政執行方針を含めた一般質問につきましては、私から、全項目につきまし

て、一括御答弁を申し上げ、再質問につきましては、副市長、所管課長、主幹を含めまして御

答弁申し上げますので、よろしくお願いをいたします。

なお、再質問につきましては、自席での答弁とさせていただきます。

それでは、下山議員の一般質問にお答えいたします。

初めに、市民と協働で創るまちでございます。２ページの６行目。

各種団体等にとどまらず多くの市民との対話を実施していくと理解しますが、その手法を伺

いますという御質問でございますが、市民主体のまちづくりを進めるためには、市民の皆様と

さまざまな機会を通して、多くの対話を重ねることにより情報を共有していくことが重要と考

えております。

このため地区別市政懇談会を初め、小中学生や市内で活動する市民団体、グループなど、で

きる限り市民の声を市政に反映させるよう取り組むこととしております。

市政に、いつでも、だれもが参加できるよう対話の機会をつくり、市民の皆様との相互理解

のもと、人と人とのつながりを大切にする協働のまちづくりを進めてまいります。

（2）の活力と魅力あふれるまち、３ページの２行目でございます。

新たに、葉野菜云々ということで、行政の役割をどのように果たしていく考えなのか伺いま

すという質問に対しまして、昨年は、水耕栽培事業、室内パークゴルフ場、高齢者住宅事業が

新たな産業として創出されたところであります。これらは新産業創造等事業による助成制度を

活用したものでございます。

行政の役割としては、初期投資に対する金融支援、雇用対策、販路拡大など、企業の下支え

となることであり、特に地元企業の新たな事業起こしに向けては、商工会議所とも連携し、親

切、丁寧に相談に応じてまいりたいと考えております。

３ページの１０行目でございます。

観光事業の拠点となる云々ということでございまして、施設の管理目的・管理運営方針につ

いての評価をどのように行うのかということでございますが、各施設における管理運営状況に

ついて、一定基準を設け評価を行い、必要な助言等を行ってまいります。特に、施設利用者か
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らの苦情、提言などについては、慎重に対応しているかどうか重要な評価ポイントとしており

ます。

３ページの１３行目でございます。

３のチロルの湯につきましては、引き続き支援をしてまいりますとありますが、①休館して

の改修工事になると思うが、その期間の従業員の雇用について伺いますということでございま

す。

休館中における歌志内振興公社従業員の雇用につきましては、公社内において協議している

と聞いておりますが、説明会等の開催などにより、丁寧に対応するよう助言してまいります。

②でございます。施設利用者に対するサービス向上のための研修等を、どのように行うのか

伺いますということでございますが、施設利用者に対するサービス向上のための研修等につき

ましては、類似施設への派遣、講師を招いての接客研修など、施設外観だけではなくソフト面

からも一新されたと思われるよう、研修につきましても指導してまいります。

３ページの２０行目でございます。

定住化対策で分譲促進を図ってまいりますとありますが、今後の分譲の可能性についてとい

うことでございますが、東光団地の分譲につきましては、定住化推進の有効手段の一つとし

て、平成２３年８月に、７区画の分譲を開始したところであります。現在まで２区画が分譲済

みであり、残りは５区画となっております。団地を購入された方々は早速住宅建設助成金制度

を利用しながら、住宅を新築され居住しているところであります。

今後の分譲の可能性につきましては、今のところ個人所得上昇の実感に乏しく、まことに厳

しいものがあります。しかし、政府が進める種々の経済対策による景気の好転を期待し、さら

には、住宅建設助成金制度等の宣伝に努め分譲の促進を図ってまいります。

４ページの５行目でございます。

孤立死や閉じこもりを予防するため云々とありまして、どのような内容を考えているのかと

いうことでございますが、孤立死や閉じこもりに対する地域の支援策として、既に上歌新栄町

町内会が実施している小さなサロンが効果的な事業として進められています。地域の集会所や

公共施設などで、趣味やおしゃべりなどを楽しむ高齢者サロンを地域住民の日常的な交流を深

める場として定着し、地域住民によって取り組まれることとなるよう支援したいと考えており

ます。

さらに、世代交流ができる子育てサロンの機能も持つようになれば、地域の拠点にもなり得

る事業と考えております。

４ページの１５行目でございます。

高齢者健康センター等利用優待事業を実施するとありますが、内容について伺いますという

ことでございます。

高齢者健康センター等利用優待事業は、歌志内市財政健全化計画において廃止された事業で

すが、これを復活させ、高齢者及び障害者等の健康の維持、増進と他者交流による閉じこもり

の防止や意欲の向上を図るとともに、保健福祉の向上に資することを目的として実施します。

対象者は、６５歳以上の高齢者、等級が１級または２級の６４歳以下の身体障害者及び介助

者、振動病患者、管理区分が２以上のじん肺患者とします。

助成範囲は、４月から３月までの１年間において、交付申請時期を問わず優待券を５枚交付

するものであります。対象人員は高齢者と身体障害者を合わせて２,０００人程度を予定して

おります。

４ページの１６行目でございます。
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高齢者等低所得者世帯に対し冬の生活支援について検討するとありますが、その内容につい

てということでございます。

冬の生活支援の内容につきましては、北海道の地域づくり交付金実施要綱に基づく、高齢者

等冬の生活支援事業で、高齢者や障がい者等で低所得の状態にある方々に、燃料費を初めとす

る冬期間の増嵩経費に対する支援を行う事業として、燃料（灯油、石炭、ガス等）や暖房機

器、冬用衣料等の購入費に対する経済的支援を行うものと考えております。

４ページの２９行目でございます。障がいある人も云々ということで、ともに安心して暮ら

すことのできる社会の構築を、どのように考えているのかを伺いますということでございます

が、昨年３月に策定した第３次歌志内市障がい者計画では、障がいのある人もない人も社会の

一員として生活し、社会活動に参加するノーマライゼーションの理念を基本とし、障がいのあ

る人が地域の中で自立し、安全で安心して暮らすことのできる町を目指すことになっていま

す。

障がい者計画の目標である、全ての障がい者が必要な支援を受け社会参加し、地域で安定し

充実した自立生活ができるまちづくり実現のために、歌志内市地域福祉計画の理念と同様に地

域社会でともに支え合う仕組みをつくっていくことが重要と考えています。

５ページの３行目でございます。

予防対策事業及び健康づくり事業を推進してまいりますとありますが、市立病院との連携に

ついてということでございます。

市立病院との連携につきましては、本年度におきましても結核検診や肝炎ウイルス検診を初

めとする各種検診事業やＢＣＧ、インフルエンザを初めとする各種予防接種事業のほか、１歳

６カ月児や３歳児に対する幼児健康診査について御協力いただくこととしておりますので、各

事業の実施に当たりましては緊密に連携を図ってまいります。

また、本市で実施している地区巡回型の検診で発見された要医療者などの検診結果を、市立

病院に情報提供をするとともに、保健指導に活かすための医療機関受診結果連絡票の活用につ

いても、引き続き御協力いただくなど、連携を図りながら保健事業を推進してまいります。

５ページの１２行目でございます。

ベッド数満床にもかかわらず経営が苦しい状況をどのように分析しているのかということで

ございますが、昨年の１２月末現在、病床利用率は９８.４％とほぼ満床の状況にあります

が、御指摘のとおりベッド数が満床状態であっても、経営面では大変厳しい状況にあります。

当病院は受入患者の多くを近隣の急性期病院に依存しており、医療必要度の高い患者のみを

受け入れることが難しい状況にあるため、入院患者が満床状態になっても診療報酬の増に直接

反映されないことが主な要因と考えております。

また、医療療養病床のため、包括医療となっており、使用した医薬品の価格どおりに請求で

きないことや、人口減や長期投薬により外来患者が減少傾向にあることも経営に大きく影響し

ております。

このように、大変厳しい経営状況にありますが、地域医療を守ることが使命であると考えて

おりますので、今後とも安定した経営に向け高い病床利用率の維持と看護サービスの向上に努

めてまいります。

５ページの１６行目でございます。

市立病院の役割・使命をどのように考えているのかということでございますが、当病院は市

内の基幹病院として市民の初期医療を担うとともに、慢性疾患の患者に特化する診療体制で運

営しており、中空知圏域内の急性期病院等から患者を受け入れ、慢性期医療を提供する病院と
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して、その機能を十分果たしているものと考えております。今後も、持続可能な限り現状の医

療療養病床の体制で運営することが当病院においては望ましい姿であると考えています。

また、地域医療を守ることが使命であると考えておりますので、今後とも安定した経営に向

けて高い病床利用率の維持と看護サービスの向上に努めてまいります。

５ページの１９行目でございます。

医療体制について、現状の医師・診療体制で十分な医療が行えるのかということでございま

すが、現在の医師体制は、常勤医師２名と非常勤医師１名の計３名のほか、北海道大学病院や

北海道地域医療振興財団からの派遣支援を受け診療を行っております。今後も、この診療体制

を維持しながら、安定的な医療の提供に努めてまいります。

７ページの３１行目でございます。

防災対策について、昨年の文珠峠の土砂災害をどのように総括し、今後につなげていくのか

という質問でございますが、今回の災害は、発生から約３０分で、市役所、警察、消防、道路

管理者による連携で、親愛の家の入所者への避難や文珠峠の通行どめ、その後の１時間後には

災害対策本部を現地に設置し、避難所への食糧配給や毛布の貸与等、一連の対応について１人

の負傷者も出すことなく対応できたことについて、一定の評価をしているところであります。

また、応急対策工事や復旧工事に至るまでには、地元建設業者や開発局の協力、そして北海

道の迅速な復旧工事とともに、地域住民の御理解や御協力に深く感謝を申し上げる次第であり

ます。

今後は、気象庁のきめ細やかな気象情報がインターネット等でも入手できることから、地元

建設業者と行政が一体となり、待機体制や事前に防災機器の準備を行う等、今後の対応につな

げてまいりたいと考えております。

９ページの３行目でございます。

行政課題や多様化する市民ニーズに応えるべく、市民の視点で考え行動できる職員の育成と

意識改革、利用しやすい市役所づくりを目指してまいりますとありますが、どのような方法で

行うのかという質問でございますが、行政を取り巻く環境や市民ニーズも多様化しており、こ

れらに対応するためには、常に行政の主役は市民であるという認識を持ち続けることが肝要で

あります。

このため市民が求め、理想とする職員像に一歩でも近づくための職員研修が必要であり、こ

れまでも実施してきた、北海道市町村職員研修センターなどの研修所研修や、各種専門研修、

職場内研修などに、今後も積極的に参加させるとともに、職員側から受講希望のあった研修に

つきましても必要に応じて受講させるなど、研修機会の拡大・拡充に努めてまいりたいと考え

ております。

また、利用しやすい市役所づくりといたしましては、職員研修で培われた知識を生かし、幅

広い年齢層の方々の、それぞれの利用目的に応じた市民サービスを的確かつ速やかに提供し、

市民一人ひとりの満足度を高められるよう目指してまいります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） －登壇－

おはようございます。

教育行政執行方針に対する質問は、一括して私の方から答弁させていただきます。

なお、二次的質問につきましては、自席でお答えしたいと思っております。

では、下山議員からの質問に対する答弁をさせていただきます。
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まず、１点目、信頼される学校づくり、問題化しているいじめについてでございます。

いじめを、いち早く発見する方法についてでございますが、いじめの特徴は目に見えにくい

心の被害でございます。無視、陰口が中心となり、誹謗中傷、暴力に発展していきます。

いじめは学校に存在するという立場で物事を考えることであり、いち早く発見する方法はこ

れといってありません。教育現場では、いじめが深刻化しており、いじめが起こる要因につい

てさまざまなことが考えられたり、言われたりしていますが、いじめはなくなってはおりませ

ん。つまり未然防止が大切です。

続きまして、教師としての責任感や使命感についてお答えいたします。

教育は、教え育てると書きます。教えるということは、日本の場合、文部科学省が定める学

習指導要領に基づき教育がなされているということになります。教師の責任感は、子供を預か

り、最後まで命を守り、教え導くこと。使命感は教師としての本質である教え育てることを全

うすることにあります。

続きまして、一人ひとりに寄り添う教育の充実の中に、個に応じた指導という御質問がござ

いますが、個に応じた指導については小学校では、放課後学習サポート事業の実施回数をふや

して、少人数指導や放課後の時間を利用した個別指導を行うことや、中学校では、チーム

ティーチングの指導、習熟度別学習や少人数指導も行いながら、基礎的・基本的な学力を身に

つけさせることを考えております。

続きまして、成人・高齢者の学びの環境整備及び郷土財産の有効利用と保存・継承に努める

の中で、図書館と公民館の有効活用の工夫という御質問がございましたけれども、より多くの

市民の皆様が図書に触れ、読書に親しんでもらえることができるよう、公民館内に図書館の一

部を設けることができないか検討してまいります。

続きまして、教育委員による学校等の視察について、教育現場の感想でございますが、教育

委員による教育施設の視察については、幼・小・中各学校施設で説明を受け、授業参観や小学

生からの取材、幼稚園児の食事の時間の参観などを行いましたが、子供らしさや、礼儀、態

度、取り組み姿勢に対して、評価をする感想が寄せられました。

最後に、教育行政執行方針を成し遂げるためにというような御質問でございますが、教育は

人づくりであるという原点に立って、教育行政をとりおこなっていく際、地域の皆様、学校と

幼稚園に通う子供と保護者の皆様、そして、教職員に対して、まず求めることは、現状の課題

やそれに対する解決策などについて情報を共有し、共通理解を図っていくことが有効であると

考えております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それでは、順次再質問という形で質問をさせていただきたいと思いま

す。

まず、住民福祉の向上を目指しというところの質問なのですが、市民といろいろな話し合

い、そういった場を設けていくという内容で、今答弁を聞いたわけですが、それと同時に市政

執行方針には、ここにも出てきていますが、各種団体そういった集まりのところからもさまざ

まな意見、あるいはそういうものを伺っていく、そして、いつでもだれでも参加できるような

その機会をつくっていくという内容の答弁だったかと思います。

もう市長に就任されて月日がたちますが、いろいろなところから、そういった内容の話が来

ているのかなというふうな思いでいるのですが、今まで市長に就任されてから、そのような個

人・団体そういったところから願い出のような、あるいは質問のような、そういった話が主な
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るものがございましたら紹介していただければと思いますが、よろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 何点か来ております。

その一つは、やはり歌志内の活性化を図るためにボランティア団体と申しますか、イベント

をつかさどっている団体等に御提案をいただいております。また、その一部につきましては新

年度予算に反映させて、行政のほうも一つの姿勢としてともにまちづくりを進めたいという考

え方から、今回御提案しているものもございます。

あるいは、まちの状況といいますか、私も４年離れておりましたので、いろいろな物の見

方、あるいはまちの変わり様等々も含めて、いろいろ御指導いただいたケースもございます。

それらを今後とも参考にしながら、行政に反映させていきたいと思っております。

私の姿勢として、個人であろうと、あるいは団体であろうと、あるいはそういう組織であろ

うと、まちづくりに対する思いにつきましては、私は素直に直接受けとめたいと、そういう姿

勢で行政に臨みたいと考えております。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） さまざまな方から、あるいはさまざまな団体からということで聞かせ

ていただきますが、ぜひとも市民が行政に対して考えていること、それを大きく受けとめて、

できるものであればそれを実施する、あるいはそれに向かってその方向づけをしていく、そん

なようなことをお願いしたいと思います。

次に、活力と魅力あふれるまち、チロルの湯につきましての質問の中からの再質問という形

になろうかと思います。

休館中の雇用に際しましては丁寧に対応する、あるいは施設利用者に対するサービス、その

サービスも研修等を踏まえながら実施していき、外見ではなく内面までもしっかりしたものを

つくっていくという内容のものでございました。

公社が経営するということで、歌志内市も大きくかかわっているのですが、正直今どんどん

チロルの湯から人が離れていっているというところから、その経営の安定というものに結びつ

かない、あるいはどこのまちでも行っているのでなかなか人を集めることができないという大

きな問題があるのかと思います。

ただ、今回はその一つである大きな問題が、改修することによって是正されるということで

すから、ある意味チロルの湯にとっては、これは最後のチャンスになろうかと私は考えます。

このことにつきましても改修するということにつきましても、市民の方々から正直いって、そ

こまでする必要性があるのですかという意見を私自身ももらっているのも、これ事実です。正

直ここまで直して、そして、その期間に従業員の方々の接客、そういったサービス状況も向上

させるための行いをしながら、また、同じ状況であれば、私はもうどうなのかなというふうな

ことを考えていかなければならないときなのかなとも思います。これが最後のチャンスと思っ

て、賢明にやっていただかなければならないという思いでいるわけなのですが、その辺につき

ましてのお考えをお尋ねいたします。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 私も下山議員の考え方に近いものを持っております。なぜこのチロル

の湯というものを支えているのかということは、今さら御説明申し上げなくても御理解はいた

だいていると思いますが、そのために私も最後のチャンスと思っております。

まず、ハード面、これを新たな形でそれぞれチロルから足を遠ざけた方を呼び戻すと、こう

いうことがまず一つございます。そのほかに、ただいま御指摘いただきました、これは私の耳
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にも多々入ってきております。やはり接客という部分での最も重要な接遇ということから、こ

れはもう当たり前のことなのですが、やはりこのリニューアルを機会として新たな気持ちで取

り組んでいただくよう、今御質問がありました、本当に最後のチャンスなのですよということ

を御理解いただくように、先ほども御答弁申し上げましたが、やはりそういう優れた施設に出

向いて実際私の目で見てくると、そういうふうに職員を送り出すなり、あるいは講師を招いて

厳しい御指導をいただきながら、本当の意味でのリスタートを改修後にスタートさせたいと、

それが私も最後のチャンスになるのではないかと。

それでなければ、税金をいろいろな制度を含めて支援をするということが、市民の皆さんの

御理解をいただくということが難しくなってくるのではないかと、そのように考えておりま

す。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） わかりました。ぜひともそのチロルの湯、また一番初めに始まった当

初のような、そんな状況つくりにつながっていけることを期待するものであります。

次に、活力と魅力あふれるまちからの定住対策についての質問であります。

これ一生に一度の買い物ということで自宅をつくるという、今の社会情勢ではなかなか難し

いものがあるのやもしれません。ただ、歌志内市が掲げて、その定住対策という一つの目標を

達成するためにも行っているものであります。さまざまな努力されているかと思います。ま

た、ここにも助成金制度、そういった宣伝等も行っていくのですというふうな内容ですが、こ

の定住対策に分譲するその活動をですね、もう少し詳しく説明していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 森脇財政課長。

○財政課長（森脇正志君） 先ほど御答弁申し上げましたとおり、定住化対策の大きな柱の一

つとして、この東光団地の分譲を平成２３年８月に行ったところでございます。７区画という

ことで、小さい団地で考えて分譲しました。それで、当初は７区画なものですから、ある程度

完売が早いのかなと思ったのですが、いざふたを開けてみますと、長引く不況による影響が大

きくて、今のところ二区画しかということになっております。

それで、ずっとこの販売以降いろいろとホームページ、役所のほうではその広報に載せた

り、またチラシを何回にもわたって入れて宣伝をしたり、また各新聞社関係にお願いしまし

て、それを記事にしていただくというふうなことなどをやって、今に至っております。また、

そのほかハウスメーカーとも接触を試みて、宣伝に努めているということでございます。

今後も地道な販売活動しかありませんけれども、チラシの折り込み、新聞折り込みとか、広

報紙への掲載、また近隣の企業訪問、さらに住宅メーカー等への働きかけを強めてまいりたい

というふうに考えております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 確かに家を建てるということは今の経済状況では、あるいは今の日本

の状況ではなかなか難しいものがあるのかなと思いますけれども、継続してずっと続けて一つ

でも二つでもという思いで検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。

次に、高齢者健康センターですか、その利用優待事業ということで、優待券を交付するとい

う内容のものありました。ずっと以前にそういったことがなされていたということを耳にして

います。そのとき、もうかなり前のことで詳しくは覚えていないのですが、ある方から、こん

な話がありました。実を言うと、高齢者のところにお手伝いに行きましたと。そして、この優
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待券をもらってありがとうございましたと、チロルの湯に行っていただけませんかというよう

なことで、優待券をもらった経緯があります。それを持ってチロルの湯に行ったところ、これ

は高齢の方でなければ、その本人でなければ使えないのですよという、そんな話があったとい

うことを、これもうずっと以前に聞いたことがございます。正直そういったことに対する支障

というのは、どのようにお考えなのかを答弁願えればと思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） そもそも高齢者健康センターというのは高齢者の健康づくりの施設と

して建設されたもので、当初はそれなりの御利用があったと思っております。

今回の優待事業につきましては、財政の健全化ということで、サービスをカットしたという

中の一つでございますが、もちろん高齢者、あるいはその他の皆さんに活用いただければ、そ

れが一番目的を達成することにつながると思っております。しかしながら、今御質問のありま

した内容というものは、避けて通ることができないというふうに思っております。

私は、これから制度周知をしていくのですが、ある意味例えば家族の方がその券を利用して

チロルの湯に来ていただくということも含めて、否定する必要がないのではないかと、そのよ

うに考えております。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 確かに高齢者の方に付き添って家族の方ですとか考えられます。ぜひ

とも、そのように以前にあったことが起きないような、そんな状況つくりでお願いできればと

思います。

次に、高齢者世帯に対する冬の支援のほうに移りますが、燃料や暖房機器、冬用の衣料品等

の購入に対する経済的な支援ということでお伺いいたしましたが、どうなのでしょう、これは

今、歌志内市の状態がこういう状態ですから、その物を購入する先は歌志内市内の商店、ある

いは企業、そんなことを限定してなんていうことに対するお考えはいかがなのかということを

お伺いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 所管において内容はこれから精査され、一つの形になされていくと思

います。今御指摘のように、当然地元の事業所、商店というものの振興を図る意味で、やはり

市内で消化されるようなことを考えていかなければならないと思っています。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 確かにそうですね。ここに北海道新聞の記事ちょっと持っているので

すが、ほかのところでもこれは芦別の例でしょうか、やはりどうしても市内の限定ということ

でのそういったものがなされているという新聞記事がございます。ぜひとも今の歌志内市、歌

志内市だけではないのでしょうけれども、活性化を図るためにもそういった形づくりをお願い

したいと思います。

次に、健康でふれあうまちからの質問であります。

障がい者がある人も、障がいない人もということで、先ほどの答弁ですと、社会活動に参加

できるそのノーマライゼーションの理念ということで答弁いただきましたが、正直障がいを持

つ方、例えば大きく言いますと身体、知的、精神、そういったさまざまな障がいがあるわけで

すが、一緒になってやっていくというのは障がいを持った方々はさほどその思いはないのです

が、障がいを持っていない方々がそういう方々を受け入れるということが、なかなか難しいの

ではないかと私考えます。正直身体ですと車いす、あるいは盲導犬、それとバリアフリー、そ

ういったもので社会に受け入れることは、これは大いに可能かと思うのですが、いざ精神、あ
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るいはそのほかの障がいを持った方々を一般の市民が理解できるかというと、なかなか難しい

ものがあるのではないかと思うのですよ。

例えば重複障がい、精神障がいにアスペレガーだとか、パニック障がい、自閉症を持った

方々、普通の施設でそういう方々を支援している方々でさえ、毎日毎日何が起こるかわからな

いという状況で仕事をしております。そういった専門的な方々でも理解のできないことを歌志

内市民に、さあ理解してその方々を一緒になってやっていきましょうという、先ほど話された

内容では、これは難しいものがあるのではないかと私思うのですが、そういったところのハー

ドルをどのように越えていくのかというお考えを示していただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） ただいま御指摘ありましたとおり、障がい者の方で外見から

は判断できない、また、精神的な障がいのお持ちの方おられるわけですけれども、今おっ

しゃったとおり、なかなか専門的な御職業で、それに携わっている方でも今おっしゃったとお

り、その対応については非常に難しい面があるのかなと思いますし、それを社会の中で、ノー

マライゼーションの中で築いていくという部分については非常に難しい面があります。

ですけれども、全国的にその部分について、あらゆるバリアを払拭しながら、そういう社会

を築くというところに努めていかなければならないというところでありますので、それについ

ては、当市だけではなくて社会全体の中で、そういう部分について心をとめながら地域社会を

築いていくというのが大事だというふうに考えておりますので、機会あるごとに、そのような

ことを含めた話し合いとかそういうものが持ち合わせていれば、そういう社会に向けた取り組

みができるのかなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） そうですね、このことについては障がい者自立援法ですか、あるいは

雇用促進法、そういった法律に基づいてさまざまな地域でやっていかなければならない状況に

あるのですが、その入り口がまだ見つかっていないという状況も、正直今の段階ではないかと

思うのですよ。ただ、社会が目指すものということで、今の虻川課長がおっしゃられたとお

り、その手を抜くことなく実施していっていただきたいと、そのように思うものであります。

次の質問に移らさせていただきます。

予防対策事業ということで、市立病院との連携ということを聞かせていただきました。

これは市立病院との連携もそうなのですが、ある面、市立病院の財政状況にも関係してくる

のかなということでありますので、大いに連携をとって、事あるごとにその密にしていただい

て、市立病院のほうに足を運んでもらうようなそんな状況づくりが必要なのかと思いますが、

その辺につきましての答弁をいただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） いろいろな保健事業の中で、やはり市立病院との連携という

のは、欠かすことのできない歌志内唯一の地域医療の中で必要な病院でありますので、そこと

の連携については、先ほどでも御答弁申し上げましたけれども、各種事業において連携を密に

しながら実施していきたいなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それでは、次に市立病院の病院事業につきましてというところからの

質問をさせていただきたいと思います。

ベッド数が満床にもかかわらず、その経営が非常に厳しいというところでありますが、先ほ

どの答弁の中、医療療養病床のために包括医療となっているので、その薬の料金それを価格ど
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おりに請求できないという答弁があったかと思いますが、ちょっとその辺のところの説明をお

願いしたいのですが。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 当病院のように、医療療養型病床の医療費は包括医療となっ

ており、この包括医療の中には医薬品のほか、検査、注射、一部の処置、一部の画像診断等の

費用が入っておりまして、出来高医療とは違い使用した価格どおりの請求ができないという状

況にあります。例えば、医薬品で高額な抗生物質を使用した場合は、御指摘のように経営面か

らしますと後発医薬品、つまりジェネリックを使用することでコスト削減に大きく影響がある

ものと考えられます。

しかし、これはあくまでも患者の病状に応じ診療を行っている医師の判断であり、医師の診

療方針に基づいたものであるため、経営のみで積極的な使用を求めるには限りがありますこと

を御理解くださるようお願い申し上げます。

ただ、当病院で全くジェネリック医薬品を使用していないということではありませんので、

既に患者さんの病状に応じて使用している品目がありますので、現在使用の拡大に向け、院内

では、院長、各医師において検討を進めているところであります。

以上です。

○議長（山崎数彦君） １０分間休憩いたします。

午前１０時５６分 休憩

────────────────

午前１１時０５分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

下山則義さん。

○４番（下山則義君） 要するに医薬品が高いその部分を請求できないのだという、高い薬に

ついてはその高い部分が請求できないのだという、そんなことの理解でよろしいのでしょう

か、簡単にお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 失礼しました。

先ほど申し上げた医療費の包括医療というのは、医薬品のほか検査、注射を含めた丸め請求

のことを言います。したがって、医薬品で高額な抗生物質を使用した場合であっても、薬品の

価格どおりに請求できないということで、経営面からしますと高額医療品を使用することでコ

スト削減に大きく反映するということで申し上げました。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） ちょっと聞き取れないところもあったのですが、要するに今薬のこと

をその一部で聞きたいのですが、高額な薬については包括医療ということで、高額な部分まで

は請求できないのですという、そんなような押さえでよろしいでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） そのとおりでございます。医薬品が高額な抗生物質を使って

も、要するに丸め請求であれば、その高額の医薬品どおりの請求はできないということでござ

います。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） となると、先ほどの答弁にもちょっと出ていましたけれども、その

ジェネリック、そちらのほうの医薬品をどんどんあるものは使っていただくのがいいのかなと



─ 82 ─

思うのですが、これたしか、委員会か何かの質問でもしていたかと思いますが、その先生の方

針ということで、少しでも医療の状況をよくするためにという内容で、そのジェネリックには

なかなかというふうな、あるものはあるのだけれども、なかなかというような答弁だったとい

うふうに記憶しているのですが、そんな押さえで今も続いているということで聞かせていただ

いてよろしいでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） そのとおりでございまして、患者の病状に応じて診療を行っ

ているという医師の判断と、医療の診療の方針に基づいたものであるということから、なかな

か積極的な使用については限りがあるということで、先ほど申し上げたところでございます。

とは言え、今既に患者さんの病状に応じてジェネリックを使っている品目もございますので、

今後は積極的な使用拡大に向けた検討をしていただこうというふうに考えてございます。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 今のジェネリックに関してはわかりました。

大変厳しい経営状況にありますという答弁をいただいたかと思うのですが、これも違う部分

で違う委員会だったというふうに記憶しているのですけれども、質問させていただいた経緯が

ございます。今歌志内市の人口減で来てくれる人がなかなか少ないのですという、そのときも

そういった答弁があったかと思うのですが、看護師さんが外に出向いていって、訪問看護です

ね、今現在は１人で行っていて、もう１人の人が余裕があるのだけれども、事故か何かで今で

きない状況ですと。

これからはそういった体制もとれるというところの話を、たしか委員会のほうで聞いている

かと思うのですが、この病院のほうから出向いていって各個人の家を回ってという、そういっ

た訪問看護についてはどのようにこれから実施していくのかということを、この厳しい経営状

況ということも加味して答弁をいただければと思います。

○議長（山崎数彦君） 加津市立病院事務長。

○市立病院事務長（加津武君） 当病院の訪問看護につきましては、今現在、看護師１名体制

で市内の方を対象に行っており、対象人員は１１名となっております。今後、訪問看護の充実

に向けては、本年４月から現在の看護師が増員となっている状態が継続する期間、訪問看護師

の体制を２名とし、現行の市内対象から近隣市も含めた対象範囲を広げることを検討しなが

ら、訪問看護の充実を図ってまいりたいと考えております。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 経営の安定のためによろしくお願いしたいと思います。

次の質問のほうに移らせていただきます。

防災対策になろうかと思います。

本日、３月１１日ですね、２年前にこの同じような議会の中で地震が起きて、東北大震災と

いうことで大変多くの方々が亡くなっている、そんなような震災に遭われているという状況で

もあります。そんなところから、このことについてはこれからもしっかりと議論し、その準備

をしっかりとしていかなければならないのではなかろうかと思うのですが、ことしも大変雪が

多い状況、そして、この歌志内市での土砂災害もそれが原因だったというふうに記憶しており

ます。

ちなみに、昨年とことしの積雪、あるいは降雪の状況はどのようになっているのかを答弁願

いたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。
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○消防長（西丸強君） まず、降雪量でございます。本日の朝、７時まで９メーター８０セン

チ、昨年が１０メーター３２センチでございますので、５２センチ少なくなっております。ま

た、積雪量につきましては、この３日間の雪もありますが、きょう現在１メーター６５セン

チ、昨年の最大積雪量は２月１２日１メーター３０センチでございます。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） ということは、去年の降雪量は多いのだけれども、積雪量が１メー

ター３０センチ、ことしは１メーター６５センチと、積雪量は２メーターほど少ないのだけれ

ども、多いというふうな、そんな押さえでよろしいでしょうか。もしもそうだとしたら、なぜ

なのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 西丸消防長。

○消防長（西丸強君） きょう現在、５２センチ少ないということでございます。積雪量は

きょう３日間で１メーターぐらい降りましたので、それをきょうまた暖気になって相当圧縮さ

れるとは思いますが、昨年より多いのは確かだと思います。それの要因としては、ことしはや

はり寒さが要因しているのかなというふうには思っております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） となると、去年と同じような状況、あるいはそれよりもさらにという

状況があろうかと思います。去年と同じような災害が、いつ、どこで起きるかわからないよう

な状況というふうに押さえているのかなと思うのですが、今、歌志内市でのそういった恐らく

さまざまなところにパトロール等は行われていると思うのですけれども、そういった兆候、あ

るいは危険な地域というのは、押さえというのはいかがなのかを答弁願えればと思います。

○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 今現在、特に危険だと思われる部分につきましては、北海道のほ

うで急傾斜地の対策等の工事を行っておるところが、そういう部分でございますけれども、パ

トロールの中で特段そのような兆候が今現在見られるところは、ございません。しかし、今消

防長のほうからも御説明がありましたが、積雪、降雪とも、降雪は昨年より少ないのですが、

積雪が非常に今の段階で多いということと、非常に低温だということでございますので、警戒

しなければならないかなと思いますので、今後ともパトロールを強化して早目に対応できるよ

うにしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それでは、もう先ほどの質問した内容に１点だけ戻りたいのですが、

高齢者健康センター等の優待事業を実施するという質問をしたわけですが、優待券を配るので

すというふうな話でありました。まず、高齢者健康センター等というふうになっている、その

等はどこどこを指すのかを答弁願えればと思います。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 高齢者健康センターと神威岳温泉ということで考えておりま

す。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 優待券を５枚交付するという内容でありましたが、これはどのような

方法で交付するのか、１年間を通してというような答弁だったかと思いますが、どのような方

法で交付するのかを答弁願えればと思います。
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○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今後、現在交付日程を詰めていくわけですけれども、大体４

月中旬ぐらいには交付の準備が整って、交付できるかなというふうに考えております。４月１

日号の広報等で周知しながら、まず１回目につきましては、前回といいますか平成１８年財政

健全化前まで行っていたのですが、市内に何カ所か出向きながら交付し、また年度途中で該当

になった場合については、随時保健福祉課のほうで配布できればなというふうに考えておりま

す。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それでは、教育行政執行方針のほうの質問に移らせていただきます。

まず、私は、いじめは常に起きるのだということが言われております。その関係で、いじめ

が常に起きるのであればいじめる人、いじめるほう、いじめられるほうに問題があるのでなく

て、それを常に発見していかなければ、早目早目の発見というふうなことが一番大切なのかな

という考えでいたわけであります。

これちょっといつの答弁だったかわからないのですが、議員からの質問に対して、こんな答

弁がございました。どうすればいじめは防げるのでしょうかという答弁の中に、いじめを完全

に防ぐことはもう永遠の課題ですと、それに引き続いて、学校職員もいじめの日常指導法や早

期発見のためにいち早く解決をする研修を行っており、永遠の課題ではありますが、常に全力

で取り組んでまいりますというこの答弁がこれたしか６月か９月の湯浅さんの一般質問のとき

に、答弁として出てきた内容というふうに記憶しているのですが、その中で解決するめために

研修を行っておるという内容の答弁があったものですから、この研修内容がどのようになった

のかということを知りたくて、今回質問したわけなのですが、それに対する答弁をお願いいた

したいと思います。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） いじめの関係でございますけれども、研修ということで、今現

在、共同生活というものの中で、やはり１人で生きていくということが難しい現代社会という

中で、人間の奥に秘めた感情の一つとしていじめというものが存在するのではないのかなとい

うふうに思います。

その中で特に子供たち、成長の度合いの過程において生きる力をつけていく中で、いじめは

絶対にいけないという考え方を指導していっているということでございます。その中で、先生

方も自己研修、あとは校内研修といいますか、こういうものを進めているということでござい

ます。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） その研修の中をちょっと知りたかったのですが、結構でございます。

あとそのいじめに関してなのですが、これ小学校の学校通信ということで、私たち議員にも

配布されているものなのですが、この中のこれは学校通信第９号ということで、１２月２１日

に配布されたものの中に、保護者からのアンケートがあったと。そのアンケートの中に自由記

述欄というものがあって、その中に学校に対する意見を述べてくださいという中身があったよ

うです。いろいろなことが述べられています。参観日のことですとか、その学校の評価、なか

なか難しい、清掃のことや行事のこと、いろいろなことが書いてあるのですが、一番項目で多

いのがいじめのことなのですよね。いじめられた子供のトラブルなどで御心配をおかけして申

しわけありません。これは学校からの見解です。その前にいじめに対して、その意見を言って

も答えがはっきり出てこなかったですとか、子供が友達に嫌なことをされて相談に行っても、
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その先生は子供に対して対処してくれているのかどうなのかわからないだとか、子供の友人関

係で何か起こったとき学校全体で対処してほしい、さまざまなそのいじめに関することだとか

書かれています。それに対しての学校側のその回答欄もあるのですが、前回の話の中では、７

年間でいじめと完全に認識されているものは１件だと。そして、二十何件がからかいを含めた

内容のものですというふうな内容でした。全て解決されていますという答弁をいただきまし

た。

その解決がどのような解決だったのか、いろいろな地域でいろいろな話が出てきて、余り深

くは言うとどうなのかなと思うところがあるのですが、ある地域では、家全体で引っ越して

いった人がいる。どうもその地域では、いじめが一つの原因だったのですよという内容の話を

聞くわけなのですよ。いじめのことに関しては全て解決されていますというふうな答弁があり

ましたが、歌志内市からそのいじめで出ていったのか、お母さんの仕事の関係で出ていったの

か、おじいちゃん、おばあちゃんたちも含めて家族全部で出ていったのですが、もしもその中

にいじめという項目が一つでもあるのであれば、いじめの解決策が転校だったり、その家をか

わるということであれば、私はこれいじめ全て解決されたのではないのではないかということ

を考えるのですよ。ただ、そのことが私が思っていることが、本当にそういった状況なのかど

うかということは私はわかりません。私の考えのもとに質問するわけなのですが、教育委員会

では、そういった押さえというものはいかがなのかということをお聞きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） 今、いじめの解決というようなことで御質問がございましたけれど

も、全く完全にいじめが解決するという部分もないこともないのです。つまりあるわけなので

す。今、下山議員が言われましたように、他のまちへ移る、あるいは大きな都市でしたら学校

を移るということも、教育委員会は奨励するというようなことも考えております。つまり学校

の中で要するに、いじめがどういうようなことで起こっているのかというようなことを分析し

ていっても、やはりもとに戻るというようなことが非常に少ないというようなことなのです。

ただ軽度の、例えばからかいだとか悪口だとか、あるいは仲間はずれだとか、そういう部分

につきましてはお互いに謝ったりして、仲直りをするというようなケースがあるかと思います

けれども、深刻ないじめにつきましては、まだまだこれだといった解決策はございません。た

だ、私が申した未然防止というものは、先ほど下山議員も言われましたように、必ず小さなサ

インとか予兆が出てる。それを教師が見逃さない、あるいは見過ごさないということ、それか

ら被害者、あるいは加害者を特定しないと、要するに誰がいじめてるんだ、誰がいじめられて

いるんだということを、即、特定して対処しないということ。そして、一番大事なのは、学校

の中に子供たちの居場所があるということと、それから子供たちのきずなづくりというもの

を、そういうふうな環境を整えていかなければならないというようなことで、私自身はいじめ

に対する対応としては、やはり未然防止が最善の策かと思います。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 確かに今そのとおりで、絶対にこれはもうなくならないものだと思い

ます。そして、なくならないと同時にいじめられた人が、はい、解決しましたよと言っても、

いじめられた、あるいはいじめられた方々の保護者の方々、家族の方々というのは一生のこる

のですよね。本当に小学校の６年間短い期間、一生それがつきまとって生きていかなければな

らない。居場所を別にして、そこでまたリセットする、そういったこともこれはやっていかな

ければならないことになっていくのかなというふうな思いでございます。

ただ、今、学校の先生がということで、早期発見ということにしていかなければならないと
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いう教育長の答弁がございました。と同時に、私、違う場面で、これも委員会で教育委員の

もっともっと学校への訪問であるとか視察、そういったものをふやすべきだと思いますがとい

うふうなことで、お話を聞かせていただいたことがありました。教育委員というのはしっかり

とした人間としての知識、知性を持った方々で、何らかの形で学校に関する、あるいは関係に

関するものをしっかりと押さえている方々ですから、学校の先生がではなくて、そういった

方々、地域が、保護者が、そういったものも一緒になって行っていかなければならないのでは

ないか、未然防止も含めて解決も含めてやっていかなければならないのではなかろうかと考え

ているところであります。

次の質問に移っていくわけでありますけれども、教育委員会の視察の件ですね、小学校、中

学校の説明を受けて参観をしてきましたという話でありますが、やっぱりそういった専門の

方々に、委員会の説明では年に１回ということでありましたけれども、委員会の資料ですと朝

の９時から３時３０分ぐらいまで、ずっと行ったという話でありますが、私はこの１回だけで

はなくて、例えば季節ごとに、あるいは時間帯ごとに、学校で今どういう状況があるのかとい

うことをしっかりと押さえた上で、教育委員会と一緒になって協議していかなければならな

い、そういうことをしっかりと押さえていただきたい方々だと思うのですよ。

以前、この話をしたときに、たしか説明に来てくれた次長から、これからそういうことも含

めて検討してまいりますという、要するに回数をふやすような状況の返答をいただいたように

も思うのですが、もう１回改めてそのところを聞きたいのですが、教育委員会の方々が年に１

回というのではなくて、その時期ですとか、そういうの含めてさまざまな場面で視察できるよ

うな、そんな状況つくりというのをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 教育委員会として毎月定例の教育委員会会議と、それからその都

度状況に応じて臨時の定例教育委員会会議というものを招集して、そこの中で毎月我々事務局

からのいろいろな小学校、中学校、幼稚園等、学校内での状況なりも報告しているところでご

ざいます。ふだんそういう形で我々からの報告によっての状況把握というものが、現状過去か

ら行われている中で、年１回現地視察というような形で直接教育委員さんが教育現場を訪れ

て、現状把握をしながら、今の現状の課題があるのだということを認識を新たにして進んでい

るというところでございます。

今議員おっしゃったとおり、年１回でなくて、もう少ししたらいいのではないかということ

については、今後どのような、何回がいいのかということもありますけれども、１回に限らず

何か教育現場を見るというようなことの必要性というものは感じているところでございます。

なお、検討していきたいというふうに思っております。

以上。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） そうですね、先生にとどまらず、教育委員会にとどまらず、歌志内に

住む全ての方々が、これからの子供たち、歌志内から育っていく子供たちのことに対して関心

を持って、見届けていくということが大切なのかと思います。

最後の質問の再質問になろうかと思います。

先ほどの答弁では、人づくりという原点に立ってということで答弁をいただいたわけであり

ますが、今、新聞記事を持っているのですが、これはズームアップというプレス空知の記事な

のですが、これは１２月間近に出た記事であります。

教育長の記事が載っておりまして、１１月下旬に退任したと。離任式では生徒に泣かれて
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「苦しい辛い連続した生活も、かわいい生徒の思いに自分も泣けた」と、そういうふうに話し

たということが書かれてあります。そして、これは平成１３年から３年間歌志内高校で教頭先

生として歌志内に在籍していただいて、私が住む文珠第３町内会の会員としてもいろいろと御

尽力をいただいたという経緯があります。そして、日体大ということで、硬派な物事を体で判

断するという、そんなことでこれからの教育委員会を考えで進めていただけるのかなという思

いでございます。

そして、今回の市政執行方針見ましても、至るところに、恐らくこれ教育長の考えだと思う

のですが、全ての教員は組織的に学校を支え、自分の学校を高める意識を持たなくてはなりま

せん。あるいは児童生徒一人ひとりに愛情を注ぎ、教師としての責任感や使命感を持って、生

徒児童の心のやる気に火をつけさせる。また、学力とは学ぶ力、その学ぶ力を引き出すのは、

その中心となるのは学校の授業です。学ぶ力がつけは、おのずと学力は向上するのです。

私、正直言って今回教育行政執行方針を何度も読み返させていただきました。読み返すごと

に、胸が熱くなるものがあります。恐らく教育長がこれから４年間の在任期間中に、いろいろ

なことを自分が今まで経験してきたことを、この歌志内の子供たちに対して与えていただける

ものと期待しているところなのです。そこで何点か質問いたします。恐らく担任の先生ですと

か、クラブ活動の担当する先生がいなくなるときは、生徒も悲しくて泣く、寂しくて泣くとい

うことはわかるのですが、校長先生がいなくなるときに泣くということは、余り私はないので

はないかと思うのですよ。校長先生だった時代にいかに子供たちと触れ合ったかということ

が、これでわかるような気がいたします。

そういった思いを時間が余りありません、簡単にこれからの、教育方針に出ていますけれど

も、今私が話した体育系といいますか、子供たちとの触れ合いといいますか、そういうことを

培ってこられたこれからの教育長に質問いたしますが、その心底にある考えを聞かせていただ

ければと思いますが、お願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） 私は子供を思う心、これは自分の子も、それから他人の子も同じ愛

情を持って育てていかなければならないのではないかなというふうに思っております。私が今

子供たちに求めることは、人から愛されること、それから褒められること、人に役に立つこ

と、人に必要とされること、この四つのことを私は子供たちに学校を通じて学ばせたいなとい

うふうに思っております。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） それと日体大のほうで恐らくやスキーのということで活躍されたのだ

と私は思います。今回の市政執行方針にも、幼児からスキー学習、その体験をさせるという話

が出ております。私はこれ富良野で体験したのですが、全くスキーに乗れない幼児、要するに

坂も上っていけない幼児がいるわけなのですね。その幼児に対して、私ちょっと何という装置

なのかわからないのですが、エスカレーターのように斜面を上って、また下りてくる。そし

て、またそのエスカレーターのようなものを使って上に上がってまた下りてくる。下りるとき

も楽しい、上るのも楽しいという、そんな装置御存じかと思います。幼児に対してそういった

健康、あるいは教育を含めて体験させる、幼児からという体験であれば、そういったものもこ

れからの歌志内市には必要になってくるのかなとも思いますし、これは要するに歌志内市の特

殊ある教育であり、そして歌志内市の特殊ある産業である、そういったものにも続いていくの

ですが、そういったものに対するお考え、こういう云々のそういったもののお考えというのは
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いかがなものかと思うのですが、どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） 今、外国のスキー場はほとんど幼児向けのエスカレーターが設置さ

れております。北海道でいえば盤渓スキー場がそれを昨年度設置しました。非常に効果的で魅

力あるものだと思います。財政の許す限り私も進めていきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 子供に対する思いはわかりました。

それで、先ほどの新聞に戻りますが、趣味は梅干しづくりというのもあります。子供に対す

る思いはわかりました。あと学校の支援していく、その地域に対して、やっぱり教育長が出て

いって学校の内容を助けてもらうために地域とも連携をとっていかなければならないのではな

かろうかと思います。この趣味である梅干しづくりを使って、ぜひともその市民の方々との交

流もしっかりとつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） 頑張ります。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さん。

○４番（下山則義君） 終わります。どうもありがとうございました。

○議長（山崎数彦君） 下山則義さんの質問を打ち切ります。

質問順序２、議席番号６番女鹿聡さん。

一つ、市民と協働で創るまちほか６件について。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 質問に入る前に、通告書の中で件名に書かれているページ数に誤りがあ

りますので、訂正をお願いしたいと思います。５カ所ほどあります。すいません。

市民と協働でつくるまちの２ページの７と書いてあるやつが２の６に変更です。二つ下のＰ

３の２０と書いてあるのが１９に変更です。続きまして、２ページ目のＰ５の２２から２９を

２４から２８に直してくたさい。続きまして、Ｐ６の１９からＰ７の１を１９から２６に変え

てください。最後にＰ９の２をＰ８の２５に変更をしてください。よろしくお願いいたしま

す。

それでは、質問に入らせていただきます。

まず、市政執行方針、市民と協働で創るまちから、２ページ目の６行目、基礎自治体として

の役割を十分認識しながら、住民福祉の向上を目指し云々とあります。そこで、①として、市

長が考える住民福祉の向上とはどんな構想を持っているのか伺いたいと思います。

２、活力と魅力あふれるまちづくりから２ページ目の２３行目、商工会議所が進める振興対

策事業や云々とありまして、情報共有に努めるなど連携を図るとあります。その中から①番と

して、市内商店が疲弊していく中で商工会議所と市と各商店が具体的な話し合いを今現在どこ

まで進めているのかを伺いたいと思います。

続きまして、ページ３の１９行目、緊急雇用創出推進事業の実施とありますが、①として、

雇用創出に向けた体制がどれくらい具体的になっているのか伺いたいと思います。

続きまして、３、健康で心ふれあうまちづくりから、４ページ目の１行目として、歌志内市

地域福祉計画の中から、①として、買い物・通院など移動困難な住民への対応がいまだ具体化

されない中で、現在どこまで話が進んでいるのか伺いたいと思います。

続きまして、４ページ目の５行目から７行目に、孤立死や閉じこもりを予防するため云々と

あって、調査・研究し、具体的な事業への展開を図るとありますが、その中で具体的な事業と
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はどういったものか伺いたいと思います。

４ページ目の１４行目から２０行目、老人家庭除雪事業・除雪経費助成事業云々とあって、

介護知識や技術の普及、啓発に努めるとあります。その中から①として、老人家庭除雪事業、

除雪経費助成事業・給食サービス費用負担の見直しとありますが、具体的に伺いたいと思いま

す。

②として、高齢者健康センター等利用優待事業の内容を伺いたいと思います。

③として、高齢者など低所得者世帯に対し冬の生活支援とはどのような内容か伺いたいと思

います。

④として、在宅介護における介護負担の軽減云々とありますけれども、（1）として介護師

への援助などは考えているのか伺いたいと思います。

（2）として、当市において在宅介護世帯はどれぐらいいるのか、また若い世帯と同居して

いる介護を行っている世帯はどれぐらいいるのか伺いたいと思います。

続きまして、４ページ目の２４行目から２７行目の間で、子供子育て関連三法云々とありま

す。その中から①として、子育て支援の充実と体制の整備を図るとありますが、幼稚園・保育

所を一元化し認定子ども園にする構想があるのか伺いたいと思います。

５ページ目の２４行目から２８行目。国民健康保険事業については云々と、適正な運営に努

めるということで、①として、被保険者の医療費の適正化を推進とありますが、この推進化と

はどういう意味を持っているのか伺いたいと思います。

②として、特定検診の検診率はどうなっているのか伺いたいと思います。

③として、後期高齢者医療事業について国の制度改正の動向を注視し適正な運営をとありま

すが、適正な運営とはどういう意味を持っているのか伺いたいと思います。

４番目の健康で安らぎのあるまちから質問させていただきます。既存住宅の長期的活用や

云々とあって、住環境の改善を図るとあります。その中から①として維持修繕や改修工事でよ

り一層の住環境整備に努めるとありますが、公住・市営住宅に住む高齢者への配慮の工夫を

もっと行ったほうがよいと思うが、いかがか聞きたいと思います。

②として、屋根の無落雪化は今後どこまで進める計画か伺いたいと思います。

５番目、豊かな心を育む教育と文化のまちから、高校生の遠距離通学に対する支援の内容を

伺いたいと思います。

教育行政執行方針についてから伺いたいと思います。

１番目の学校教育の充実、幼稚園保護者の負担軽減を図るとありますが、①として、どう

いった負担軽減を図るのか伺いたいと思います。

続きまして、北海道口腔の健康づくり云々とありまして、その中から①としてフッ素化物洗

口の具体的な実施方法を伺いたいと思います。

２番目、社会教育の充実。この中から学校支援地域本部事業などを推進とありますが、この

中から①として、この事業はどのような目的で運営しているのか伺いたいと思います。

②として、この事業によるこれまでの効果はどうだったのか伺いたいと思います。

以上であります。よろしくお願いします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

女鹿議員の質問にお答えいたします。

１番目の市民と協働で創るまち、２ページ目の６行目ということでございます。

市長が考える住民福祉の向上とは、どんな構想を持っているのか伺いたいということでござ
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いますが、私が市政に臨む基本姿勢は市民参画、安定した財政運営、協働のまちづくりを着実

に進め、小さくても住んでいてよかったと実感できるまちを目指すことにあります。

この構想の実現に向けては、これまで以上に市民の声を市政に反映させるとともに、職員一

丸となって市民のために何ができるのか、何をしなければならないのかという市民目線に立っ

た市政の運営に努めてまいりたいと考えております。

２点目でございます。２ページ目の２３行目。

市内商店が疲弊していく中で商工会議所と市と各商店が具体的な話し合いを、今現在どこま

で進めているのかという御質問でございますが、商工会議所では、商工業振興対策事業の推進

として、一見客の取り込み促進、光ファイバー導入に伴う企業のネット情報支援などの活性化

事業のほか、委員会、部会活動の強化策について、さまざまな内容の検討が進められておりま

す。

３ページ目の１９行目でございます。

①として、雇用創出に向けた体制がどれぐらい具体的になっているのか伺いたいということ

でございますが、上歌のロマン座裏にありますニングルの森の活性化事業として、管理運営を

民間会社に委託し、新規雇用の促進を図ることとしております。

３番目の健康で心ふれあうまちづくり、４ページ目の１行目でございます。

買い物、通院など、移動困難な住民への対応がいまだ具体化されない中で、現在どこまで話

が進んでいるのか伺いたいということでございますが、移動困難な住民に対しましては、外出

支援サービス事業実施要綱に基づき、該当する高齢者及び障がい者の方々に１人１万円分の外

出サービス利用券を交付しており、平成２５年度は１０４名の方が対象となる予定でございま

す。

買い物支援の問題につきましては、住民参加型高齢者生活支援等推進事業におきましても話

し合われておりまして、３月４日に開催した歌志内市地域づくり講演会で住民の皆様に取り組

みを報告させていただきました。

この講演会では、行政や社会福祉協議会が行っている既存のサービスでは限界があり、さら

に地域の課題解決には地域が立ち上がらなければならないことも明らかになってまいりまし

た。

今後どのような形で地域住民の皆さんが主体となって事業を行うことができるのか、そし

て、その事業に行政や社会福祉協議会がどのような形で支援することができるのか協議を重

ね、それぞれの地域に合った具体策が講じられるよう、引き続き住民や関係団体と協働で地域

住民が安心して暮らせる地域づくりを推進いたします。

４ページ目の５行目から７行目ということでございます。具体的事業とはどういったものか

伺いたい。

孤立死の問題でございますが、孤立死や閉じこもりに対する地域の支援策として、既に上歌

新栄町町内会が実施している小さなサロンが効果的な事業として進められています。地域の集

会所や公共施設などで、趣味やおしゃべりなどを楽しむ高齢者サロンを地域住民の日常的な交

流を深める場として定着し、地域住民によって取り組まれることとなるよう支援したいと考え

ております。

さらに、世代交流ができる子育てサロンの機能も持つようになれば、地域の拠点ともなり得

る事業と考えています。

４ページ目の１４行目から２０行目でございます。

老人家庭除雪事業・除雪経費助成事業・給食サービス費用負担の見直しとあるが、具体的に
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伺いたいという御質問でございますが、老人家庭除雪事業・除雪経費助成事業とも、財政健全

化計画以前に実施していた所得状況を勘案した区分により、負担割合等の見直しを行うもので

ございます。

具体的には、老人家庭除雪事業は、一律月額２,５００円から所得課税対象者からの費用負

担にする見直しを図ります。除雪経費助成事業は、一律５０％負担から所得状況を勘案し、９

０％から５０％の負担にする見直しを図ります。

なお、高齢者給食サービス事業は、１食４００円から３００円に利用者負担額を引き下げ、

一部緩和を図ることとしております。

４ページ目の１４行目から２０行目、②の質問で、高齢者健康センター等利用優待事業の内

容を伺いたいという御質問でございます。

高齢者健康センター等利用優待事業は、歌志内市財政健全化計画において廃止された事業で

すが、これを復活させ、高齢者及び障がい者等の健康の維持・増進と他者交流による閉じこも

りの防止や意欲の向上を図るとともに、保健福祉の向上に資することを目的として実施いたし

ます。

対象者は６５歳以上の高齢者、等級が１級または２級の６４歳以下の身体障がい者及び介助

者、振動病患者、管理区分が２以上のじん肺患者といたします。

助成範囲は、４月から３月までの１年間において交付申請時期を問わず優待券を５枚交付す

るものでございます。対象人員は、高齢者と身体障がい者を合わせて２,０００人程度を予定

しております。

４ページ目の１４行目から２０行目。３番目の問いでございますが、高齢者等低所得者世帯

に対し、冬の生活支援とはどのような内容か伺いたいという質問でございます。

冬の生活支援の内容につきましては、北海道の地域づくり交付金実施要綱に基づく高齢者等

冬の生活支援事業で、高齢者や障がい者等で低所得の状態にある方々に、燃料費を初めとする

冬期間の増嵩経費に対する支援を行う事業として、燃料（灯油、石炭、ガス等でございま

す。）や暖房機器、冬用衣料等の購入費に対する経済的支援を行うものと考えております。

４点目でございます。

在宅介護における介護負担の軽減とあるが、介護士への援助などは考えているのか伺いたい

ということでございます。

在宅での介護は要介護者を抱える御家族にとって大変な負担となります。そのため在宅介護

における介護負担の軽減を図るため、家庭で介護をする場合に必要な基礎的な知識や技術を習

得していただく場として開催いたします。

介護者の負担が少なくなることで、要介護者が長く在宅で生活ができるように介護者の心身

の負担が少しでも軽減されるような方法を身につけていただく、いわば学びの支援でございま

す。本年度に新規事業として予定している介護教室は、専門資格を有しない一般市民を対象と

しております。

なお、専門資格を有する方の参加要望を拒むものではありません。

（2）でございます。

当市において在宅介護世帯はどれくらいいるのか、また、若い世帯と同居し介護を行ってい

る世帯はどれくらいいるか伺いたいという質問でございます。

本市の介護認定者の状況では、平成２５年１月末現在、介護認定を受けている方は３３６名

おりまして、そのうち１９９名が在宅者で要介護者でございます。さらに、この１９９名のう

ちケアマネジャーのついている方は１７４名ですが、実際に介護保険サービスを利用している
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方は１５０から１６０名程度。これは平成２４年４月の実績として１５７名でございます。

御質問にあります若い世代と同居し介護を行っている世帯につきましては、数的なものは特

に把握はしておりませんが、相談や支援等の要請や必要性があれば随時対応することとしてお

ります。

ページ４ページの２４行目から２７行目でございますが、子育て支援の充実と体制の整備を

図るとあるが、幼稚園・保育所を一元化し、認定子ども園に対する構想があるか伺いたいとい

う御質問でございます。

子供子育て支援の新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子供、子育てを総合的に推進

するため平成２７年度にスタートする予定です。このため本市においても、平成２５年度から

市民の皆さんの子育ての状況やニーズを把握し、それに基づいた事業計画の準備等が必要と

なってきますので、その体制の整備を図っていく必要があります。

御質問の認定子ども園に対する構想ですが、今後のニーズ調査等を踏まえて、必要性などを

判断してまいりたいと考えております。

○議長（山崎数彦君） 午後１時まで休憩いたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 ０時５８分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開します。

午前中に引き続き、一般質問を続行いたします。

理事者答弁、村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

引き続き女鹿議員の御質問にお答えいたします。

５ページ、２４行目から２８行目。

国民健康保険事業に関する質問でございます。

被保険者の医療費の適正化を推進とあるが、適正化とはどういう意味を持っているのか伺い

たいという御質問でございます。

本市では、国民健康保険事業は空知中部広域連合に加入しており、医療費適正化については

空知中部広域連合と共同で行うことになります。空知中部広域連合では、レセプト点検、第三

者求償事務の強化と構成市町との共同のもと、特定検診等の生活習慣病予防対策などの医療費

適正化事業に取り組むこととしております。

国民健康保険事業の②でございます。

特定検診の検診率はどうなっているのかという御質問ですが、特定検診の検診率について

は、平成２３年度が対象者９５２人に対し、受診者は２４１人で２５.３％、平成２４年度の

見込みは対象者９４２人に対し、受診者は２４１人で２５.６％でございます。

国保事業の３点目の御質問でございます。

後期高齢者医療事業について、国の制度改正の動向を注視し、適正な運営とあるが適正な運

営とはどういう意味を持っているのかという御質問ですが、後期高齢者医療制度については、

国において廃止の方針が示されましたが、昨年８月に社会保障税一体改革関連法案が成立し、

今後の高齢者医療制度については、社会保障制度改革国民会議において検討し、１年以内に結

論を得ることになっています。

このため、これらの動向を注視するとともに、北海道後期高齢者医療広域連合と連携を図り

ながら、事務処理等について誤りのないよう運営するものでございます。
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健康でやすらぎのあるまち、６ページ、１９行目から２６行目でございます。

維持修繕や改修工事でより一層の住環境整備に努めるとありますが、公住、市営住宅に住む

高齢者への配慮の工夫をもっと行ったほうがよいと思うが、いかがかという御質問でございま

すが、平成７年度から建てかえや新築を行っている文珠高台、歌神団地、東光団地、神威・東

光のシルバーハウジングについては、ユニバーサルデザインで進めておりますが、それ以前の

住宅については、高齢者に対して十分対応された住宅にはなっておりません。

今後、既設住宅を高齢者に配慮した住宅に改善する考えについての御質問ですが、既存住宅

については限られたスペースでの建築が非常に多く、高齢者に優しいスロープや玄関だけの改

修を考えても、構造やスペースに限界があり、非常に大がかりな工事となり改修費用もかかり

ます。

現状の財政状況の中で、優先される住環境整備課題は住宅の集約化や屋根のふきかえ、塗装

等の維持工事が主体であり、高齢者に配慮した改修までは着手できないのが実態でございま

す。

２点目、屋根の無落雪化は今後どこまで進める計画か伺いたいという御質問ですが、屋根の

無落雪化につきましては、平成２３年度策定しました歌志内市公営住宅等長寿命化計画に基づ

き、文珠本通り地区改良住宅において、平成２４年から２７年の４カ年で９棟５６戸について

事業を行う予定です。それ以降につきましては具体の計画はございません。

豊かな心を育む教育と文化のまち、８ページの２５行目でございます。

高校生の遠距離通学に対する支援の内容を伺いたいという御質問ですが、歌志内高校が平成

１９年３月に閉校となり、その後市内居住の高校進学者は近隣市町など、市外に所在する高校

へ通学しており通学費は経済的負担になっているものと感じております。

この経済的負担を少しでも軽減するための支援について、これから具体的に調査を進めてい

くものであり、遅くても年内には何らかの支援を実施することを考えております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） －登壇－

女鹿議員からの教育行政執行方針についての答弁をいたします。

１、学校教育の充実の中における幼稚園保護者の負担軽減を図り、その負担軽減とは現在小

中学校の児童生徒に対して実施している補助教材の一部を市負担としている例にならい、幼稚

園保護者の会で支出している教材費のうち、毎月購入している絵本代を市で負担することによ

り、保護者の負担を軽減しようとするものです。

続きまして、学校教育の充実の中の北海道口腔の健康づくりの中から、フッ化物洗口の具体

的な実施方法ですが、フッ化物洗口は幼稚園では平成２４年１１月より実施しており、小学校

では平成２５年度より実施する予定です。希釈したフッ化物ナトリウムで口の中をゆすぐこと

により、虫歯の予防の効果があるもので、幼稚園では週２回実施しており、小学校では週１回

実施する予定です。

続きまして、社会教育の充実の中で、学校支援地域本部事業の目的で運営ということでござ

いますが、平成１８年に教育基本法が改正され、学校、家庭及び地域住民等の相互の連帯協力

に関する規定が新設されたことに伴い、学校、家庭、地域が一体となって地域ぐるみで子供を

育てる体制の一つとして始めたもので、現在もその目的のために行うものでございます。

②のこの事業における効果についてですが、例年、幼稚園には環境整備として園舎周辺の草

刈りや遊具の塗装などを、小学校には絵本の読み聞かせを、中学校には校舎清掃や草刈りを
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行っております。特に中学校では、生徒、保護者ともに地域の皆さんが作業を行うことで学校

が地域との接点を持つことができておりますし、また、各学校、幼稚園に対する地域の皆さん

の理解も深めていただいております。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 順次再質問をさせていただきたいと思います。

一番最初の市民と協働でつくるまちの中から、小さくても住んでいてよかったと実感できる

まちを目指すと、市長のお言葉がありました。今急がれるいろいろな政策が必要であると福祉

の面で住民が思っていることが多々あると思います。そこに行政が光を当てて住民生活向上の

ためにいかに各所管と話をし合っていくか、かなり大事な面だと思います。

それと住民に開かれた行政ということで、職員の仕事のしやすさだったり、住民の声が届け

やすい行政にしていくということが重要だと思うのですけれども、住民が主人公の行政を目指

すという立場で、今後市政を任される新市長にもう１回お話を聞きたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 私は住民生活の向上、もちろんそれを目的として行政を進めるわけで

ございますが、私の住民福祉という言葉は、単なる福祉というセクションの中でなくて、住民

全体の議員御指摘の生活の向上、これをとらえて住民福祉の向上という考え方で行政を進めて

まいりたいと、そのような思いでおります。

行政として、私も４年間離れておりましたときに、やはり行政側からの目線で住民福祉とい

うものを見る場合と、一市民として反対側から行政を見る、あるいは生活を見るという部分で

は随分違ったものが見えてくるという経験を正直いたしました。

したがって、行政が一方的に物を考え実行するのではなくて、いろいろな階層の皆さんとよ

くお話を伺いながら方向性を定めていくということが重要でないかと思います。そういう思い

を持ちながら、小さくても住んでいてよかったと、そういうことを言われるようなまちづくり

を進めてまいりたいという思いでございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ぜひ新市長になって住民の期待が今一層大きいところだと思います。い

きなりはいろいろ実現無理なのでしょうけれども、できる限りなところをどんどんやっていっ

てほしいという住民の声が多くありますので、その辺よろしくお願いしたいなと思います。

次に、市内商店のいろいろ関係なのですけれども、歌志内にとって商店と言われるものがか

なり数少なくなりました。商工会議所方では市がちょっと力を発揮してくれないだとか、また

は商店は市と商工会議所が対策をとってくれないだとか、市のほうではちょっと商店のほうで

やる気がみられないという話を１回聞いたことがあります。話がかみ合ってないのではないか

なと思って、そのときは聞いていたのですけれども、昨年の３月に生協の今移動販売車が入っ

てきました。そのときに、生協さんの販売車が入ってくることで、今の生活している各商店さ

んのモチベーションがどういうふうものになるかという質問をさせてもらったのですけれど

も、市のほうでは、若干低下していくのではないかという認識を持っていたのですけれども、

その心配が今現実に起きている状態だと思うのですけれども、それについて市のほうの考えと

してはどういうふうに考えているか聞きたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 昨年の３月のことは私わからないのですが、１２月の定例会でも若干
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そういう質問があったかなと記憶しているのですが、私どもとしてはどういう市内の商業それ

ぞれのお店によって置かれてる状態がそれぞれまた違うのかなという思いもしております。

私どもとしては、どういう支援が望ましいのか、行政のほうから一方的に見て、こうだろう

と決めつけるわけにもちょっといかんと思いますので、そういう意味で会議所のほうで現在議

論を進めていただいているというのが実態でございます。そういう中で、それぞれのお店がそ

れぞれどういう支援が望ましいのかということを取りまとめていただく、そして私どもがそれ

に加わってどういう政策を打つことがいいのか、どういう制度を議会のほうに御提案していく

のがよろしいのか、このあたりをやっぱり見きわめていかなければならないのかなと。今の生

協の歌志内に車両が入ってきて販売して、こういうことも歌志内的にはどうなのかとか、いろ

いろな考え方があると思います。私どもとしても、ただ手をこまねいているということにはな

らないと思いますので、例えば歌志内で日々一番人が集まるのはチロルの湯でございます。こ

こがリニューアルすることによって、そういうことも含めて販売も一つの拠点とならないのか

とか、こういうことも含めて、新年度になると思いますけれども商工会議所さんと我々行政と

が、具体の策について議論することになろうかと思っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 先ほども言いましたけれども、市のほうで各商店に影響があると認識し

てまして、その中で、今現時点で何らかの対策を考えているのかなという疑問があるのですけ

れども、一見客の取り込み促進だけで果たして本当にそれで各商店さんが長くこれから商売で

きるのかと思うところに、ちょっと疑問があるのですけれども、その辺はどのように考えてい

るか、もう一度。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 行政のほうも提案もしていかなければならないのかなと思っておりま

すけれども、例えばチロルの湯での食品ですとか、あるいは油、あるいはお米というような、

そういう購入も我々図ることによって地元の商店の支援をしていかなければならないのかなと

思っております。

また、ただお金だけで支援するということが果たして適当なのかという、そういうちょっと

ジレンマもあるのですけれども、例えば歌志内的に新たな商品を開発していくとか、あるいは

外に販路を求めていくとか、いろいろな策もあろうかと思います。ただ、先行投資になります

ので、それぞれの商店単独では難しいというふうに私ども思っておりますので、そういう部分

についても行政のほうが支援をしながら、今申し上げました新商品の開発ですとか、外への販

路拡大とか、こういうものも物資両面において御支援申し上げていきたいと、そのためにどう

いうことを望まれるのかということを会議所の中で議論をしていただきたいということで、現

在議論を進めていただいているということでございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 歌志内市内の活性化を考えた上では、各商店のなす役割というのはかな

り大きなものだと思うのです。市と商工会議所とお店屋さんと、この三角形が同じベクトルで

同じ考えを示して歩いていかないとならないのだと思うのですけれども、今までこの商店さん

の売り上げに対してどれぐらい、仮に配達業務がどれぐらいウェートを占めているだとか、こ

ういった深いところまで踏み込んだ話し合いというのは、今までされてきたのかお聞きしたい

のですけれども。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 先ほどの生協との絡みでもあるかなというふうに思いますけれど
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も、配達の部分でのそれにかかる経費と、これらについて細かい部分を会議所と話し合いをし

たことはありません。ただ、時間的な問題ですとか、商店さんが現在行っている事業の中での

配達での時間帯、それがとられる部分の影響とか、そういうお話は聞いておりますけれども、

具体的な数値等では聞いてはおりません。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 提案なのですけれども、いろいろ配達業務を行っているお店屋さんあり

ますよね、かなり燃料の高騰が出てきまして配達しているお店屋さん、商店さん、かなり配達

業務の燃料費というのが少なからず経営に圧迫をしているのではないかと考えられます。そう

いったことを考えて、行政がガソリン代を少し負担するだとか、いろいろ手はあると思うので

すけれども、そういうことを少しずつ提案していく、前向きな姿勢を行政は示してますという

ことをアピールする上でも大事なことだと思うのですけれども、その辺どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） まさに御指摘のとおりだと思います。そういう意味で会議所のほうへ

は行政に対し、どういう支援を希望するか求めるかというあたりを、今整理していただいてい

るという中に、そういう部分についても入ってくる可能性もあるのかなという気はします。

いずれにしても、会議所さんからの会員の皆さんがそれぞれの部会において具体的なまとめ

をするために議論を進めてるということでございます。いろいろな支援策を求めてくるのでは

ないか、あるいは提案をしてくるのではないかと期待しているところでございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 歌志内の活性ということにもつながると思います。一生懸命やっている

のでしょうけれども大変苦労している実態がありますので、ぜひ力を入れて話し合いをしても

らいたいなと思います。

続きまして、緊急雇用創出に向けてなのですけれども、ニングルの森の活性化事業として運

営委託するということなのですけれども、昨年の予算が５４０万円ぐらいこの事業について、

ついていたのですけれども、今年度３３７万５,０００円ということで減額されているような

気がするのです。減額をしてしまって雇用創出に向けて力が入れられるのかという心配がある

のですけれども、その辺どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 女鹿議員のおっしゃるとおり平成２４年につきましては５３７万

８,０００円、これは観光事業といたしまして道の駅の部分、それから観光パンフを作成する

事業という形での緊急雇用創出推進事業を活用しております。この事業につきましては、単年

度事業という形でございます。そのため継続して事業が行えることができません。そのため２

５年度におきましては、新規といたしましてニングルの森の活性化事業としてこの事業を活用

するものでありまして、内容につきましては、管理業務としての雇用と、それからそれらにか

かる物件費、これらが今回の対象事業として認められたものでありまして、先ほど議員がおっ

しゃったとおり３３７万５,０００円、これを現在予算を提案をしているところでございま

す。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ちなみに今回何人ぐらいの予定で予算を組まれているのかお聞きしたい

のですけれども。

○議長（山崎数彦君） 佐藤産業課長。

○産業課長（佐藤守君） 申しわけございません。作業員といたしましては１名でございま
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す。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） わかりました。

続きまして、買い物・通院の移動困難な方の対策なのですけれども、１２月のときにも一般

質問させていただきました。今まで移動確保による住民アンケートなど、住民から寄せられた

声など、こういったことがあるのではないかなと思うのですけれども、そういったものは何か

アンケートをとったりだとか、そういうことは行ったりとかしてましたか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 地域福祉計画の策定をする前段の中で、それらについてアン

ケートをとりまして、その中では現在の困っていることという部分になれば、除雪も含めてや

はり買い物支援ですとか、通院ですとか、その辺についてやはり生活上、今後不安に感じると

いう部分では大きなものがあったという、比較的回答の中で多かったという部分であります。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 前回質問したときに、各地で要望がいろいろ違うという話もされてまし

て、今までどこまで話を進めて、その話を進めた結果その話がだめになった、そういったこと

によって、また違う方向性を考えられるということもあると思うのですけれども、そういった

ことはいろいろ試行錯誤の中でされているということでいいのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） １２月の段階でも住民参加型の高齢者生活支援等推進事業に

おいて、いろいろ検討するという部分でお話ししておりました。まず今回のその中で話し合わ

れた内容としましては、これまでの検討のポイントを幾つか整理を一応行っております。

一つ目としましては、いずれ車が運転できなくなって、現在買い物に困っていない方も今後

困ってくるだろうと。

二つ目は、自分で品物を選んで買い物をしたいのは皆さん同じですよねと。これは単なる買

い物代行ではなくて選択する権利という部分がありますと。

三つ目とすれば、住民同士の支え合いというのもあるのですが、これもやはり事故等のリス

クが怖くて、支え合いを助ける方法についても検討する必要がありますよねと。

四つ目とすれば、乗合タクシーの利用の援助とか、そういうのを行った場合には有効であり

ますけれども、新たな施策は導入コストが非常にかかってくるというような整理を行っており

ます。

また、地域福祉計画のほうでは、これらを市民が知恵を出し合って、行政と地域が一体と

なって取り組むということにしています。また、買い物の支援の具体的な内容を検討をすると

いうことで、支援を必要としている市民の状況を整理するということも行って、買い物支援の

方法はどんなものがあるだろうかという話もしております。その中では、一番手っ取り早いの

は店をつくると。だけどこれは非常に難しいでしょうねと。

また、２番目とすれば、店への移動の手段を提供すると。３番目は商品を届けるという方法

があるのではないかなと。具体的にはよく言われておりますデマンドバスの運行ですとか、買

い物コンシェルジュと言われるもの、また、車両の貸し出しというのがあります。これら実際

に行っている市町村の情報も集めながら、当市に導入できるものがないかというような意見交

換をしております。

ですけれども、現在の段階ではどれも一長一短がありますので、結論に至ってないという現

状ですけれども、今後もこれらについて検討してまいりたいというふうに考えております。
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○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 先日、３月４日のときの講演会シンポジウムでも話がありました。さっ

き言われましたように乗り合いバス的な感じの玄関先から玄関までという、いい案だと思うの

ですよね。今後こういう話のプランも含めて検討することになろうと思うのですけれども、や

はり市と社協と住民と、さっきも言いましたけれども、同じ考えを持って話を進めていくとい

うことはかなり大事なものだと思うのです。これから核になると思うのですけれども、その辺

もう１回認識のほうを確認させてもらってよろしいでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 保健福祉課としましては先ほど答弁申し上げたとおり、外出

支援としてサービスを行っております。ただ、買い物支援と通院、市民の方々の移動の手段と

なってきますと、女鹿議員がおっしゃるとおり福祉だけの問題ではなくて、市全体的な問題に

なりますので、その辺は今後もいろいろな機関も関係してくると思いますので、検討するに当

たっては、その辺も入ってくるのかなと思います。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 仮に、今バスの運行時間の間隔が１時間から３時間近くあいている状態

であります。その空き時間のところに独自で何か代替なものを走らせるということは何かでき

るのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） これも私のほうの福祉の部分でというふうにはなってこない

かもしれないのですが、やはり今路線バスが走っているところにほかの車を走らせるというふ

うになりますと、道路交通法上の運輸局というか、そちらのほうの認可ですとか、いろいろな

ものが出てくるのでないかなというふうに思います。また、抜け道としても何かいろいろある

ようですけれども、その辺をクリアした中で、そういうものが出せるのか出せないのかという

話になるのではないかなというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 切実な住民の困っている問題だと思います。一日でも早くその福祉計画

を実行できるような話を進めていってもらいたと思いますし、私たちのほうからも提案をどん

どんしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

次に、孤立死や閉じこもりですね、これに関して地域住民の力なくしては成り立たないもの

だと思っております。地域住民と民生委員の方々、こういった方々の親密なコミュニケーショ

ンを一層深くしていかないとだめだと思うのですよね。明日はもしかしたら自分が何かあるか

もしれないという認識のもとで、積極的に横のつながりを大事にすることが早期発見、解決に

なると思うのですけれども、その辺はどう考えているかお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 先ほど、既に上歌等で行っているサロンというのが非常に効

果があるというお話をさせていただきました。また、地域福祉計画にも基本目標の中に、目配

り、気配りなまちづくりというところで、これらの孤独死、孤立死の閉じこもり予防のための

要援護者を支える地域活動に対しての、行政としての支援方法の仕組みの調査研究ということ

で、それらの事業を展開していくということを目標に掲げております。施策としましては、や

はり地域ののきずなづくり、仲間づくりということで、何回も申し上げますがサロン活動や、

高齢者が引きこもりにならないように、出かけるきっかけをつくるという推進が必要かという

ふうに考えております。
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また、向こう三軒両隣の目配り、気配りの安否確認、気遣う地域のネットワークづくりとい

うものも必要になってきますので、いろいろ他市町村の状況も考慮しながら、具体的な事業に

つなげていければなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） わかりました。

それで、老人家庭除雪事業だとか、除雪経費軽減なのですけれども、今後歌志内で独居高齢

者や高齢者世帯がふえてくることを考えると、どんどん積極的にこういった生活援助の拡充を

行っていただきたいと願っている方々が多くいらっしゃいます。今まで市の事情で住民サービ

スもちょっと低下してしまったということで、今回復活させようという形が見えております。

まだサービスを我慢してもらっているところもあると思うのですけれども、今後また復活させ

たい、もとに戻したりだとかという何か考えはあるのかお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 財政健全化のために随分御迷惑をかけた部分があると思います。今御

指摘のとおり見直していかなければならないというふうには思っておりますけれども、ある意

味目的を達したものですとか、そういうものを精査しながら判断していきたい。

また、その間に新たな事業も必要になってくるかもしれません。ばらまきのようなことは

ちょっとしたくないなというふうに思っております。やっぱり必要なものに対して効果的な投

資をしていくべきでないかなと思っておりますので、そういう事業選択を皆さんの意見をいた

だきながら判断をして、これから政策として進めていきたいと、そのように考えております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） わかりました。

高齢者世帯に対しての冬の生活支援なんですけれども、本当は昨年の１１月ごろから新体制

が整っていて、早い段階にやっていただきたかったかなという気持ちがあります。周りの市長

の動向を見ながら対応ということもあるのでしょうけれども、そういうふうにほかの行政区が

福祉灯油をやり始めました。したら歌志内もろうかなという腰を上げるのではなくて、もっと

先手先手で住民福祉ということを考えるのであれば、もっと先を読んでこの援助の試算だと

か、そういったことをやっていただきたかったかなと思うのですけれども、その辺どうでしょ

う。

○議長（山崎数彦君） 村上市長。

○市長（村上隆興君） 私ども内部的に検討をいたしました。タイミングの問題もあったので

すけれども、作業的に時間がかかるということと、３月末までに全てそれが消化できるかとい

う、そういう問題も実はございまして、反省をしておるところでございます。それで、今回こ

のような提案、表現をしているということは、御承知のとおり内容的には灯油の高騰というこ

とが大きな一つのテーマになったわけですけれども、恐らく当分の間、経済状態からいって円

安が続くのではないかという判断のもと、当分高どまりするだろうという思いが実はございま

す。そういう意味で、ほとんどのところは単年度事業として対応しているというのが実態でな

いかと思いますが、歌志内的にはある意味恒久的な制度として、額が暴落するようなことにな

れば別ですけれども、一定の期間は継続して単年度事業ではなくて通年につながる事業として

とらえていきたいというそういう思いから、内容をきちんと整備する時間を必要とするという

ことで、それで２５年度に向かってきちっとした制度化をしたい、そういう思いで進めている

ということでございます。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。
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○６番（女鹿聡君） ちなみにお聞きしたいのですけれども、この冬の生活支援、これはいつ

ごろからやりたいなという、何月ぐらいからやりたいなという考えはあるのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 以前も福祉灯油ということで取り組んでいたときには、灯油

の価格上昇等を見きわめながら秋ぐらいから取り組むというのが通例でありましたので、同じ

ようなタイミングで、そのころの状況を見きわめながら行っていくのかなというふうに考えて

おります。

○議長（山崎数彦君） 答弁をもう少し大きくしてください。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） わかりました。

在宅介護の件なのですけれども、お互いに高齢者で老老介護者が多くなってきて、自分のこ

とをするのにもやっとという方々がふえてきているのではないかなと思うのですよね。そこで

はやっぱり訪問介護という事業、ヘルパーさんに来てもらって介護をしてもらうということ

で、多くこの制度を使われている方がいらっしゃると思います。その中で今回訪問時間の短縮

だとか、いろいろあって１５分短縮されて、介護者とのコミュニケーションをとりづらくなっ

たと、こういった話もヘルパーさんのほうから聞きます。広域組合のほうで決められることで

いろいろ制約が出てくるのだと思いますけれども、介護を必要としている方々にいかに利用し

やいものにするか、これを市から広域組合連合のほうにどんどんどんどん問題があれば提起す

る必要があるのだと思うのですけれども、その辺どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） おっしゃるとおり広域連合の中でやっている事業であります

ので、その中での各市町村のいろいろな部分の中で取り組んでいるのですけれども、いろいろ

なケースがあれば、それはあえてそこの中で言うというよりも日常の中でお話ししながらやっ

ていくということが、現状でもそのようにやっておりますので、積極的に市のほうから云々と

いうよりも、それは何かあればお話ししていくというのが通常ではないかなというふうに思っ

ております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 国の方針でいろいろ介護報酬を削減だったり、介護利用料の値上げだっ

たり、いろいろ利用者だとかこの介護を受けている家族、いろいろまた支援する側、こういっ

た人たちにかなり影響が出ていると思うのですよね。それを住民福祉の向上から考えると、こ

の介護報酬の削減だとか、利用料の値上げというのは、背中を向いているのではないかなと思

うのです。だから、それが住民福祉にいいものか悪いものかというのをちゃんと見極めて広域

のほうに話を持っていかないとだめだと思うのですけれども、その辺をもう１回お聞きしても

よろしいでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 私どもも広域連合の一員として行っておりますので、その中

で決められた方針にのっとってやっていくという形になりますので、歌志内市だけが独自にこ

ういう方向というふうにはならないので、その辺については御理解いただきたいなというふう

に思います。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） いろいろ話が難しいところだと思いますけれども、いろいろ介護に関し

ては見てるほうも支援しているほうもいろいろ大変なことに今なっております。市のほうから
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できるだけ提起をして話をどんどんどんどん上に持っていってほしいなと思います。

続きまして、子供子育ての関連三法の話なのですけれども、この関連三法ですね、これが消

費税が１０％になることが前提として考えられております。消費税率の引き上げで恒久財源を

確保することによって施行されることとしているもので、その増税実施予定の２０１５年、平

成２７年ですね、この年数までにこの関連三法実施に向けた取り組みが今後行われていくとい

うことで考えてよろしいのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 子供子育て支援制度は幼児期の学校教育や保育の地域の子供

子育てを総合的に推進するために、平成２７年度にスタートする予定ですと。市町村は潜在

ニーズも含めて地域の子供子育てにかるニーズを把握した上で、管内における新制度の給付、

事業の需要の見込み量、また提供体制の確保内容とか、実施時期を盛り込んだ市町村子供子育

て事業計画を策定しなさいというふうになっておりますので、その計画をもとに給付事業を実

施することとなってくるのですが、国のほうでは子供子育て会議の意見を聞いて、市町村とか

都道府県が策定する計画のその策定に関する事項を基本方針として、今後新制度の制度設計を

行うことになっています。

本市におきましても、計画策定に当たりましては努力義務となっていますけれども、その地

方版の子供子育て会議の設置をするかしないかというのも含めて、子育ての当事者の参画とか

関与できる仕組みをつくっていかなければなりませんので、それらについては２５年度中にい

ろいろな動きがあるのかなというふうに考えておりますので、それに対する整備というのはし

ていかなければならないというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） この制度子供子育て支援システムに沿って話が進んでいくのではないか

なと思います。この事業においてさっき言われました実施主体は市町村にゆだねられておりま

す。市町村の地域のニーズにあわせて、子供子育ての支援事業計画を策定して給付事業を行う

ということですけれども、この中で幾つか問題になっていることがありまして、保育の公的責

任の後退だとか、保育所整備の国庫補助の廃止だとか、保育時間の制限だったり、保育料の負

担増だったりとか、いろいろ問題にされている面があります。これから考えると子供子育ての

支援の充実という話にはなりづらいのではないかなと思うのですけれども、その辺どうでしょ

うか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 本市としましては、国の示す子供子育て支援の関連三法に基

づいて行っていくという部分でありますので、今御指摘いただいたような後退の部分、いろい

ろな部分御指摘ありましたけれども、当市としましてはその法律に基づいた中での対応となる

ことを御理解いただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 大きく子供に関する子育て支援なので、後退することは許されないと思

います。その辺きちんと見極めて運営をして話を進めていってほしいと思います。

次に、国民健康保険云々といろいろあります。後期高齢者医療制度事業についてなのですけ

れども、さっき言われてました一度国において廃止の方針が示されたということは、この制度

自体がいいものではないのではないかということで、廃止にしたほうがいいという話になった

のだと思います。地方分権などで、国が自治体に責任を任せるという形がとられてます。各自

治体も広域化になったりだとか、市町村合併によって住民の声が非常に届きづらい状況にある
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と思います。後期高齢者といって、この線引きを行って別枠で医療費の支払いを行う、この現

制度自体に問題があると感じるのですけれども、その辺どういうふうにお考えかお聞きしたい

のですけれども。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 後期高齢者の医療制度ということで、先ほど申し上げましたけれ

ども、一たん国のほうでは廃止ということで方針が示されました。その後政権交代がされまし

て、１年以内に結論を得ることになっておりますけれども、その中のまだ確定ではないです

が、情報の中では地方３団体等については廃止ではなくて現行制度の修正の中で対応していた

だきたいというふうな要望も出ているということでありますので、それらの部分について見き

わめたいというふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） あと後期高齢者医療費の差し押さえ問題が全道的にかなり話題になって

おります。そこで歌志内で差し押さえになっている事例があるのか、市のほうでは把握してい

るかどうかお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 後期高齢者の部分での差し押さえはないというふうに認識をして

おります。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） うちの市ではないということで、この差し押さえが、もしうちの市で

あって命にかかわる重要なものだと思うのですが、この差し押さえという行為自体が、広域に

対してそれが正当なものなのかという訴えも必要だと思うのですけれども、その辺どうでしょ

うか。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 差し押さえが正当なのかどうかということで、その部分について

は法律に基づくものですので、コメントは控えさせていただきますけれども、当市の場合、後

期高齢者の部分につきましては、特別徴収がほとんどでございますので、ほぼ１００％の収納

率になっておりますので、差し押さえという部分になるということは、現実的にはなかなか考

えにくいのかなというふうに思っています。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） いろいろ差し押さえ問題で命にかかわる問題だということで大きく話題

になっておりますので、この辺認識を持っておいてほしいなと思います。

続きまして、住宅のことですけれども、大々的にさっき言われました玄関口をいろいろかえ

たりだとか、スロープをつけたりだとかというのは確かに難しいと思うのですよね。今、各公

住、市営住宅に手すりが設けられております。１戸の住宅にその手すりが、全てついているか

というと、ちょっと当時の金銭的な問題で１カ所外したりだとかということもあったと話を聞

いております。それで、玄関風除を入ってコンクリートの土間になってますね。そこに今雪の

ついた靴で上がると、そのコンクリートが非常に滑るという話を聞くのですよね。高齢者が多

いので足腰が弱いと、とっさに何かにつかまると、そのときにその手すりがあるかないかでか

なり違うと思うのですけれども、滑らない工夫というのですか、何かマットを敷いたりだと

か、そういったことは玄関口を改修したりだとか、スロープをつけたりだとかということより

はかなりコストが軽減されてできるのではないかなと思うのですけれども、その辺どうでしょ

うか。
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○議長（山崎数彦君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） 質問内容が具体的でなかったものですから、想定してこのように

答弁したところでございますけれども、高齢化の進展に伴いまして、今言われたようなケース

が多々あるのかなと思います。高齢者の要望といいますか、そういう中には今言ったようなこ

とが入るのかなと思います。長寿命化計画の中でいろいろなアンケートをとりまして、その中

で段差や手すりの解消度という部分の要望が３％ぐらいでございました。そういったこともご

ざいまして、特にそちらの部分を計画的にやるという計画はございませんけれども、その場所

によって今コンクリートの表面が剥離等をしている部分もございますので、そういった中で修

繕する際に滑らないようにするとか、そういう部分をその修繕の中で配慮できればいいのかな

ということで、計画的に全てをやっていくということは、ちょっとできないのかなと思います

ので、そういう部分で配慮していきたいなと思っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） わかりました。

多く高齢者が公住を利用しております。その中でよりよい居住空間というのですか、そうい

うのをいろいろ考えてもらって改善してほしいなと思います。

続いて、高校生の遠距離通学に対する支援なのですけれども、これ具体的には書かれてない

のですけれども、いつごろやりたいなという構想を聞かせてほしいのですけれども、お願いし

ます。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 先ほども遅くとも年内というお話をしておりますけれども、なる

べく早い時期にということでは考えておりますが、今現在、既に近隣の状況の調査を進めてい

るところです。近隣の状況をもう少し深く調査し、その後どのような通学支援ができるのか、

対象者をどうするのかだとか、額をどうするのだとか、いろいろな検討しなければならない部

分があるということがありますので、慎重に検討していかなければならない部分もありますの

で、どちらにしても早く決まるように努力していきたいというふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 燃料の高騰で学校まで送り迎えしている親御さん結構いらっしゃると思

います。一日も早く実現に向けて話を進めていただきたいなと思います。

教育行政執行方針、これについてフッ化物洗口の件なのですけれども、このフッ化物洗口、

今幼稚園で昨年１１月からやっているという話をしてますけれども、このフッ化物洗口によっ

て何らかが起きるかもしれないデメリット的な悪い事例など、そういったことは教育委員会や

学校などで話し合われたりとかしているかお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 幼稚園が既にもう始めているということで、現在幼稚園からの状

況の報告としては特にデメリット的なことは報告はされておりません。それから４月以降小学

校ということで進めていく予定ですけれども、この間保護者説明会とかもいろいろしてきまし

たけれども、その際空知振興局の歯医者の資格を持った先生とかのいろいろなお話も聞いてお

りますけれども、安全だということでお話も伺っておりますし、現時点ではデメリットはない

と思いますけれども、今後もいろいろ考えて検討していきたいというふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 私、いろいろ調べさせてもらったのですけれども、かなりフッ化物洗口

に対して余りよくないのではないかという声が上がっているところもあります。児童の成長、
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体に影響が出るおそれもあるという意見も弁護士会の意見書として上げられております、現

実。その中で安全でないかという話もされているのですけれども、その洗口する薬この濃度が

万が一違ったり、ミスでその濃い濃度のやつを誤って飲んでしまったりだとか、そういったと

きにアレルギーの反応だとか、急性中毒だとか、いろいろ考えられるという話があります。こ

のことについてどう考えているかお聞きしたいのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 希釈の関係とか間違いないように、それはやっていかなければな

らないということはもちろんのことだと思います。それで、例えばそこで何かアレルギーが出

るとかいうことが、いろいろな保護者説明会でも先生のほうから聞いておりますけれども、そ

れがフッ化物でアレルギーが直接的に出たということは確認されていないと。そのときに何か

違う要因とか、そういう部分でのアレルギーの実例はあるみたいだということもお聞きしてお

ります。

それで、いろいろフッ化物洗口の危険性をホームページで紹介するという部分もたくさんあ

るというふうには聞いております。ただ先生からもお聞きしておりますけれども、化学的に証

明されたものというのは一つもないよというお話は聞いております。例えば新潟県では、もう

４０年間フッ化物洗口をやっていると、それからアメリカでは７０年間やっているというよう

なこともお聞きしておりまして、その中での何かそういう危険な部分というのは聞いてはおり

ませんねというお話は伺っております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 逆にこのフッ化物洗口で虫歯の予防ができるという化学的なものも示さ

れていないらしいのですよね。それで歯科医師会だとかが、いろいろ推進しているのだと思う

のです。ＷＨＯこれが６歳未満の洗口はやめるべきだという話もしているのですね。それに関

して日本はこういうふうに普及しつつあるのですけれども、こういう団体がやめるべきだとい

うことを言っていることも事実であって、そういったことをかなり問題になっていることを一

つずつ確実にクリアしていって、今回初めてやるべきではないかなと思うのですけれども、そ

の辺どうでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） フッ化物洗口については、空知管内、残り歌志内も含めてですけ

れども４月から全ての学校で順次行っていくという中で、そういう安全性も近隣同様歌志内に

おいても危険はないというふうには考えております。それで４月から小学校も、新たに実施し

ていくというようなことで進めていきたいというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 事例が今ないのでしょうけれども、危険性はあるものだと認識していた

だきたいと思います。いろいろ資料を見ると、話せば長くなってしまうので時間がないのであ

れなのですけれども、こういった話も出ていて、子供の教育そういったことで虫歯に対する知

識というのですか、どうしたら虫歯になりづらいかという教育ですね、そういったこととちゃ

んとした歯磨きの仕方、勉強でやっているのでしょうけれども、こういったことをもう１回

ちゃんと学校側や幼稚園なりで教えて、虫歯のメカニズムですね、そういったことをちゃんと

小さいころから教えて教育していくというのは大事なことだと思うのですけれども、その辺ど

うでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 小玉教育次長。

○教育次長（小玉和彦君） 議員のおっしゃるとおり、その歯磨きとか、そういう虫歯の知識
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とか、そういうのは当然重要なことだと思っております。それでやはりそういう部分を教えて

いくということを、もちろんそれは親も当然ですけれども、学校も取り組んでいかなければな

らないというふうに思っております。

それで、なおかつ今回の事業については、学校で多くの集団の中で一律平等な機会で進めて

いくというようなことでございまして、健康習慣行動を通じて、みずからの健康を保持すると

いうようなことの理解も深めていけるのではないかなというふうに思います。

○６番（女鹿聡君） 以上で終わります。

○議長（山崎数彦君） 女鹿聡さんの質問を打ち切ります。

１０分間休憩いたします。

午後 ２時０８分 休憩

────────────────

午後 ２時１７分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

ここで、皆様にお願いを申し上げます。

２時４６分になりますと、平成２３年度の東日本大震災による犠牲になられた方々の御冥福

を祈り、慎んで黙祷を捧げたいと思いますので、そのときは一時休憩をいたします。

質問順序３番、議席番号３番湯浅礼子さん。

市政執行方針についてほか３件について。

湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 皆様こんにちは。

最初に、未曾有の大震災から２年を迎え、原発事故で被災された皆様、いまだ行方が確認さ

れていない方も含め、とおとい命をなくされた皆様に改めましてお見舞いと哀悼の意を表した

いと思います。

それでは、平成２５年度市政執行方針、教育行政執行方針、そのほか２件について一般質問

をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

はじめにの部分でございます。

１ページ１５行目、小さくても住んでいてよかったと実感できるまちを目指しとあります

が、歌志内の将来に向けどのようなかじ取りを行うのか、村上新市長のまちづくりへの熱い思

いをお伺いしたいと思います。

次に、第１、市民と協働で創るまちの中からです。２ページの６行目。

①の質問としまして、住民福祉の向上を目指し、より多くの市民との対話を進め、市民主体

のまちづくりに取り組んでまいりますとありますが、新たな福祉の取り組みなどについてお伺

いいたします。

②の質問といたしまして、市民ニーズの把握と行政情報の共有化などを目的に開催する地区

別市政懇談会、町内会連合会との情報交換会、小中学生や各種団体との懇談会への取り組みに

ついてお伺いいたします。

③としまして、恒久平和を願う啓発活動を推進し、市民の平和に対する意識の高揚を図ると

ありますが、啓発運動など具体的にお伺いしたいと思います。

次に、第２、活力と魅力あふれるまちの中から、２行目です。

①としまして、中小企業者の経営安定化に向け、各種制度の情報提供や相談などに努めてま

いりますとありますが、活力あるまちづくりへの施策をお伺いしたいと思います。

７行目、②としまして、空知炭礦グループによる露頭炭採掘事業に対してどのような支援を



─ 106 ─

していくのかお伺いしたいと思います。

次に、３ページ、１行目。③としまして、農業の振興としましては、株式会社歌志内太陽

ファームのワイン用ぶどう栽培に加え、新たに葉野菜の水耕栽培事業がスタートするとありま

すが、各事業の進捗状況をお伺いしたいと思います。

１０行目。④としまして、観光事業の拠点となる、かもい岳温泉、かもい岳スキー場、チロ

ルの湯、道の駅附帯施設は、まちづくりへの一番のかぎだと思います。指定管理者による管理

運営の工夫はもちろんですが、行政として観光事業が活力あるまちにするための重要な施策を

お伺いしたいと思います。

１８行目。⑤としまして、非常に厳しい雇用状態にあることから、緊急雇用創出推進事業の

実施とありますが、内容について教えていただきたいと思います。

⑥としまして、今期卒業者の就職状況、業種内容などはどのように把握されておりますで

しょうか。

次に、３ページ、２１行目。

定住化対策、東光団地分譲の促進状況についてお伺いいたします。

２２行目。⑧の質問としまして、北海道移住促進協議会主催による首都圏等で開催される北

海道暮らしのフェアへの取り組みについてお伺いいたします。

次に、第３、健康で心ふれあうまちの中から、４ページ、１４行目。①としまして、老人家

庭除雪事業及び除雪経費助成事業、高齢者給食サービス事業にかかる費用負担の見直しを図る

とともに、高齢者健康センター等利用優待事業を実施し、さらに高齢者等低所得者世帯に対し

冬の生活支援について検討するとありますが、具体的に予定されている部分どのような内容か

をお伺いしたいと思います。

１７行目。②の質問といたしまして、在宅生活を支える一助として介護教室を開催し、在宅

介護における介護負担の軽減をとありますが、開催回数等内容について具体的にお伺いしたい

と思います。

２６行目。③としまして、子育て支援の充実と体制の整備を図っていくとありますが、具体

的にお伺いしたいと思います。

５ページ、１行目。④としまして、障がいを持つ方の年代別人数について教えていただきた

いと思います。

⑤としまして、障がいのため車いすで生活していらっしゃる方でスポーツに取り組む方への

試合に参加するための経費などの助成についてお伺いいたします。

２行目。⑥としまして、保健行政の推進、予防対策事業及び健康づくり事業の推進につい

て、平成２５年度に強化推進する部分についてお伺いいたします。

第４、快適でやすらぎのあるまち、８ページ、１行目。①の質問としまして、防災対策につ

いて備蓄の内容・数量についてお伺いいたします。

２、教育行政執行方針について。はじめにの中から、①としまして、世界の中の日本人とし

て強く生き抜く力を持った人材の育成が求められています。とありますが、世界の中の日本人

として生き抜く力・人間像について伺いたいと思います。

第１、学校教育の充実。２ページ、９行目。①の質問としまして、幼稚園と大学の連携や、

幼稚園児と中学校生徒の交流による思いやりの心を育てる環境づくりの調査研究を進め、年次

的なトイレの洋式化や幼稚園保護者の負担軽減を図るとともに、高校生の通学支援の実施に向

け取り組んでまいりますとありますが、イとしまして、幼稚園と大学の連携等々思いやりの心

を育てる環境づくりの調査研究について、具体的に伺いたいと思います。



─ 107 ─

ロとしまして、幼稚園保護者の負担軽減を図るについて具体的にお伺いいたします。

ハとしまして、幼稚園・小学校校舎の補修についてお伺いいたします。

ニとしまして、高校生の通学支援の実施についてお伺いいたします。

３、生命を尊び、みずからを鍛え、健康で安全な生活習慣教育の推進の中から、４ページ、

５行目。①としまして、歌志内市の地域特性を生かした教育の取り組みについてお伺いいたし

ます。

第２、社会教育の充実、（1）家庭の教育力と子育て支援を促進し、体験活動による青少年

の健康育成を推進するの中からです。

５ページ、２行目。①としまして、子育ては、家庭が子供に与える有形、無形の愛情と、人

間の発達段階に対する正しい理解が必要不可欠なことから、家庭教育に関する学習機会を拡充

してまいりますとありますが、この件も具体的に伺いたいと思います。

（2）成人・高齢者の学びの環境整備及び郷土財産の有効利用と保存継承に努めるの中か

ら、６ページ、４行目。①としまして、学習活動に生きがいを持ち、地域の絆を一層深めるこ

とができるよう、図書館と公民館の有効活用の工夫を検討するとありますが、具体的にお伺い

いたします。

（3）生涯スポーツの振興と健康づくりを促進するの中から、８行目。①としまして、老朽

化したプールの補強について具体的にお伺いいたします。

３件目、期日前投票宣誓書の件でお伺いいたします。

期日前投票の際に提出する宣誓書を、投票所入場券の裏に印刷した宣誓書を事前に記入して

いただき、選挙当日と同じ要領で入場券だけを出し投票できるようにしていただきたいとの声

を市民の皆様から多数いただいております。この件はいかがでしょうか。

４件目、バス停留所にない待合所の増設について。

歌志内市にはどこの地域、まちにも負けないくらい立派やバス停留所の待合所がございま

す。でも歌志内市街にはゆめつむぎ前には待合所はあるのですが、反対側赤平方面行きにはあ

りません。商店街が賑わっていたときは、待合所がなくてもお店の中で買い物をしながら待っ

ていられましたが、ことしのように雪も多く寒さと風の強さで外で待つということは非常に大

変なことでした。また、バスはおくれが目立ち、市民の皆様からせめて雨・雪を防げる簡単な

待合所をぜひつくっていただきたいとの要望がございました。待合所の増設の件、これはいか

がでしょうかお伺いいたします。

市政執行方針、教育行政方針、その他一般質問につきまして、以上でございますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 理事者答弁、村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

湯浅議員の質問にお答えいたします。

はじめにの①でございます。

小さくても住んでいてよかったと実感できるまち、その思いを伺いたいということでござい

ますが、私が市政に臨む基本姿勢は、市民参画、安定した財政運営、協働のまちづくりを着実

に進め、小さくても住んでいてよかったと実感できるまちを目指すことにあります。

この構想の実現に向けては、これまで以上に市民の声を市政に反映させるとともに、職員一

丸となって市民のために何ができるのか、何をしなければならないのかという市民目線に立っ

た市政の運営に努めてまいりたいと考えております。

２点目でございます。市民と協働で創るまち、①でございます。住民福祉の向上をを目指
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し、より多くの市民との対話を進め、市民主体のまちづくりに取り組んでまいりますいうこと

で、新たな福祉の取り組みについて伺いたいという御質問でございますが、住民福祉の向上を

図るためには、住民がその地域に住み、幸せで豊かさを感じることのできる地域社会を構築す

ることが重要であると考えております。

本年度におきましては、財政健全化計画のもと、廃止せざるを得なかった各種事業等につい

て、どう復元させていくか内部協議を進め、市政執行方針に掲げております高齢者健康セン

ター等利用優待事業、老人家庭除雪事業等負担割合の見直しを行い、また、本年中には冬の生

活支援や高校生に対する通学支援を講じてまいりたいと考えております。

②でございます。懇談会の関係でございますが、平成２４年度は地区別市政懇談会を８月か

ら９月にかけて市内８カ所で開催し、１２４名の参加をいただきました。

また、町内会連合会との情報交換会は定例市議会終了後３回開催しております。本年度につ

きましても昨年同様に、地区別市政懇談会や町内会連合会との情報交換会を開催してまいりま

す。

なお、開催方法などにつきましては、昨年同様と考えておりますが、地区別市政懇談会につ

きましては、事前の周知方法を工夫するなど、１人でも多く参加できるよう努めるとともに、

情報交換会につきましても、参加者と行政とがより活発な意見交換を行うことができるよう検

討してまいります。

また、小中学生や各種団体等との懇談会につきましては、学校や団体の代表者などと協議し

ながら、適当な時期に開催することとしております。

③でございます。恒久平和を願う啓発活動に関することでございますが、本市は昭和３５年

５月に平和都市宣言、同６２年９月に歌志内市非核平和都市宣言を行っており、これらの宣言

の趣旨に基づき、例年原爆投下の日であります８月６日、９日及び終戦記念日の１５日に黙祷

を捧げるための市内放送を行っており、平成２５年度につきましても、同放送による市民の皆

様への呼びかけを実施する予定としております。

次、活力と魅力あふれるまちの①番目の質問でございます。中小企業者への経営安定化に向

けての施策でございますが、商工会議所では商工業振興対策事業の推進として、一見客の取り

込み促進、光ファイバー導入に伴う企業のネット情報支援などの活性化事業のほか、委員会・

部会活動の強化策についてさまざまな内容の検討が進められております。

各種事業の実施については、新年度からになると思いますが、市といたしましては、事業の

進捗状況、方向性、内容等にあわせ必要な支援策を講じてまいります。

②の質問でございます。空知炭礦グループによる露頭炭採掘事業にどのような支援をしてい

くのかという御質問ですが、露頭炭採掘事業につきましては、北海道電力と平成２６年まで年

間２０万トンを納炭する基本契約を締結し、現在安定した出炭がされているとのことでござい

ます。

支援策としましては、平成２７年以降における契約継続について、関係機関に対し要請する

ことや、採掘事業に伴う林地開発などの許認可手続について北海道等との協議、調整等に協力

してまいります。

③でございます。農業の振興につきまして、各事業の進捗状況ということでございますが、

太陽ファームのワイン用ぶどう栽培、市内兼業農家に加え、新たに農政事業として水耕栽培事

業、これはハウス栽培でございますが、１０月中旬から開始されたところであります。

冬期に向けての栽培スタートとなったことから、日照不足による病害、鳥獣等の心配をして

いたところでありますが、特に影響もなく、ほぼ予定どおりの生産、出荷がされているとのこ
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とであります。

④でございます。観光事業について、活力あるまちにするための重要な施策を伺いたいとい

う御質問でございますが、これまで各指定管理者個々の事業計画によって運営方針が定めら

れ、イベント事業等が実施されておりますが、点としての企画事業にとどまり、線へと結ぶ連

携が不足していたものと思われます。

したがって、訪れていただいたお客様に対し、歌志内全体の観光等をＰＲし、市内全体の観

光につながるよう事業者間の連携を図り地域活性化につなげてまいりたいと考えております。

⑤でございます。緊急雇用創出推進事業の内容についてでございますが、上歌のロマン座裏

にありますニングルの森の活性化事業として、管理運営を民間会社に委託し、新規雇用の促進

を図ることとしております。

⑥番目の質問でございます。今期卒業者の就職状況、業種内容の把握でございますが、本市

出身の卒業者について調査したところ、対象は３０名の卒業者のうち、１４名が進学、１６名

が就職とのことであります。業種につきましては、公務員、福祉施設、観光施設、ホテルでご

ざいます、飲食等のサービス業、精密機械、銀行などとなっております。

なお、市内企業に２名の方が採用されており、業種としては福祉関連、鉱業関係でありま

す。

⑦番目の質問でございます。定住化対策、東光団地分譲の促進状況でございます。東光団地

の分譲につきましては、定住化推進の有効手段の一つとして、平成２３年８月に７区画の分譲

を開始したところであります。現在まで２区画が分譲済みであり、残りは５区画となっており

ます。団地を購入された方々は早速住宅建設助成金制度を利用しながら、住宅を新築され居住

しているとろであります。

東光団地分譲の促進につきましては、今のところ個人所得上昇の実感に乏しく、まことに厳

しいものがあります。しかし、政府が進める種々の経済対策による景気の好転を期待し、さら

には住宅建設助成金制度等の宣伝に努め分譲の促進を図ってまいります。

⑧点目の質問でございます。北海道移住促進協議会主催による首都圏で開催される北海道暮

らしフェアへの取り組みについてでございますが、北海道移住促進協議会主催による北海道暮

らしフェアへの参加につきましては、平成２４年度に引き続き２年目の取り組みとなりますが

首都圏において、ちょっと暮らし体験や、本市の魅力をＰＲする活動などを行い、移住定住に

つなげるきっかけとして実施するものであります。

本年度は北海道暮らしフェアへの参加について、関係団体等からの協力をいただくなど、地

元として移住定住の受け皿づくりに取り組むことにしております。現状具体的な問い合わせは

ありませんが、本市として取り組める方策などを研究しながら、移住定住対策を進めてまいり

たいと考えております。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午後 ２時４２分 休憩

○議長（山崎数彦君） 先ほどお願いいたしましたように、平成２３年の東日本大震災により

犠牲となられた方々の御冥福を祈り、謹んで黙祷を捧げたいと思います。２時４６分に合わ

せ、庁内放送が入りますので、御起立の上、御協力のほどをよろしくお願いいたします。

《庁内放送》 本日３月１１日は、東北地方を中心として我が国に未曾有の被害をもたらした

東日本大震災の発生から２年目の日となります。

震災により犠牲となられた全ての方々に対し、哀悼の意を表するため、職員並びに御来庁の

皆様には黙祷を捧げられますようお願いいたします。
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御起立願います。

黙祷。

黙祷を終わります。御協力ありがとうございました。

午後 ２時４７分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開します。

理事者、答弁。

村上市長。

○市長（村上隆興君） －登壇－

引き続き御答弁申し上げます。

健康で心ふれあうまちの①の質問でございます。老人家庭除雪事業及び除雪経費助成事業

等々検討するとありますが、具体的に予定されている部分、どのような内容かということでご

ざいます。

老人家庭除雪事業、除雪経費助成事業とも財政健全化計画以前に実施していた所得状況を勘

案した区分により、負担割合等の見直しを行うものでございます。

具体的には老人家庭除雪事業は一律月額２,５００円から所得課税対象者からの費用負担に

する見直しを図ります。除雪経費助成事業は、一律５０％負担から所得状況を勘案し、９０％

から５０％の負担にする見直しを図ります。

なお、高齢者給食サービス事業は、１食４００円から３００円に利用者負担額を引き下げ、

一部緩和を図ることとしております。

高齢者健康センター等利用優待事業は、歌志内市財政健全化計画において廃止された事業で

すが、これを復活させ高齢者及び障害者等の健康の維持増進と他者交流による閉じこもりの防

止や意欲の向上を図るとともに、保健福祉の向上に資することを目的として実施します。対象

者は６５歳以上の高齢者、等級が１級または２級の６４歳以下の身体障害者及び介助者、振動

病患者、管理区分が２以上のじん肺患者とします。

助成範囲は４月から３月までの１年間において、交付申請時期を問わず優待券を５枚交付す

るものでございます。対象人員は、高齢者と身体障がい者を合わせて２,０００人程度を予定

しております。

冬の生活支援の内容につきましては、北海道の地域づくり交付金実施要綱に基づく高齢者等

冬の生活支援事業で、高齢者や障がい者等で低所得の状態のある方々に燃料費を初めとする冬

期間の増嵩経費に対する支援を行う事業として、燃料、灯油、石炭、ガス等や暖房機器、冬用

衣料等の購入費に対する経済的支援を行うものと考えております。

②でございます。在宅生活を支える一助として介護教室を開催し、在宅介護における介護負

担の軽減をとありますが、開催回数等についての御質問でございます。

介護教室の開催回数は年３回程度を予定しております。内容は、起居動作や移動、移乗時の

介助の仕方など実技場面のデモンストレーション、床ずれの予防と手当てや寝たきり者の食事

介助と栄養管理、誤えん予防など実技と知識をあわせた講習、また、認知症や感染症など、要

介護者に多く見られる疾病を取り上げて、それに関する講義などを考えております。開催時期

が近くなりましたら、広報等で周知する予定でございます。

③でございます。子育て支援の充実と体制の整備について具体的にという御質問ですが、子

供子育て支援の新制度は幼児期の学校教育や保育、地域の子供子育てを総合的に推進するた

め、平成２７年度にスタートする予定でございます。

市町村は潜在ニーズも含めた地域の子供子育てにかかるニーズを把握した上で、管内におけ
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る新制度の給付事業の需要見込量、提供体制の確保、内容及びその実施時期等を盛り込んだ、

市町村子供子育て事業計画を策定し、その計画をもとに給付事業を実施することとなります。

国では、子供子育て会議の意見を聞き、市町村及び都道府県が策定する計画の作成に関する

事項を含む基本指針を定め新制度の制度設計を行うこととなっています。

本市におきましても、計画策定に当たり努力義務とはなっていますが、地方版子供子育て会

議の設置等により、子育て当事者等も参画関与できる仕組みをつくらなければならないものと

考えています。

④でございます。障がい者を持つ方の年代別人数についてでございます。障がいを持つ方の

年代別人数につきましては、平成２５年３月現在の各障がい者手帳所持者で申し上げますと、

ゼロ歳から９歳が３名、十代が７名、二十代が１９名、三十代が１８名、四十代が３８名、五

十代が５５名、六十代が１３７名、七十代が１４１名、八十代が１０４名、九十代が１７名、

百歳以上が１名であり、本市における障がい者手帳所持者は５４０名となっております。

⑤でございます。障がい者のため車いすで生活する方で、スポーツに取り組む方への試合に

参加するための経費などの助成でございますが、これまでに障がいのため車いすで生活する方

でスポーツに取り組んでいる方は、歌志内市身体障害者福祉協会に問い合わせたところ、該当

者はおりません。

また、同協会では毎年、空知管内及び全道障害者スポーツ大会の案内を会員に対し行ってお

りますが、平成２１年度から会員の高齢化などにより参加していない状況であります。

なお、同協会の予算では、参加者がいる場合に備えて交通費の一部助成費用として２万円を

計上しております。

⑥でございます。保健行政の推進、予防対策事業等々、平成２５年度に強化推進する部分で

ございますが、平成２５年度に強化推進する部分につきましては昨年７月に、国民健康づくり

運動を推進するための基本方針が全部改正させ、平成２５年４月１日より適用することとされ

てることから、本市におきましては、国の基本方針に基づきながら保健事業を進めることとし

ております。

国の基本方針では、国民の健康の増進を推進するための基本的な方向として、健康寿命の延

伸と健康格差の縮小が上げられ、これを達成するため生活習慣病の発症予防と重症化予防を徹

底していくこと等が掲げられております。そのため、当市におきましてもこの基本方針に基づ

き、各種検診の受診率向上と市民一人一人の検診結果にもとづいた保健指導を徹底してまいり

ます。

次に、快適でやすらぎのあるまちの①でございます。防災対策について備蓄の内容・数量に

ついてでございます。

本市におきましては、平成２３年度から防災用の備蓄を開始したところですが、昨年４月の

土砂災害時に、毛布、乾パンなどの一部を使用、本年度整備中のものに新年度の整備予定分を

加え避難者用食料として、アルファ米４５０食、乾パン３１８食、サバイバルフーズ２４０

食、粉ミルク１０缶、その他の物品として、毛布２３３枚、給水バッグ３６０枚、高齢者用オ

ムツ９０袋、これは３,３７５枚でございます。子供用オムツ６０袋、４,０００枚、生理用品

９０セット２,７００個、簡易トイレ１０台、処理セット１００個、目隠しテント１０台を含

んでおります。以上のほか、資機材としてブルーシート１００枚、土のう袋１,９００枚、懐

中電灯２８個を備蓄する予定としております。

次に、期日前投票宣誓書の事前記入に関する質問でございます。

本市では平成２３年４月の統一地方選挙から、投票所入場券を世帯ごとに封書で郵送する形
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式から選挙人１人にはがきにより郵送する形式に変更しています。この際、投票所入場券への

宣誓書の事前印刷について検討しましたが、まずは入場券様式の変更を行い、この形式が浸透

した後、宣誓書の事前印刷を行うこととしております。このため導入してから２年で三度選挙

を執行した経過があることから、本年７月に予定されている参議院議員通常選挙での実施に向

け検討してまいります。

バス停留所にない待合所の増設についての御質問でございます。

現在市内のバス停留所において、待合所が設置されているのは５４カ所中２８カ所であり、

待合所のない停留所を利用している皆さんには大変御不便をおかけしています。現在新たにバ

ス待合所を設置するには、法的な基準を満たすことや予算の確保はもちろんでありますが、設

置場所付近の道路や施設周辺の安全性が確保できること、冬期間の道路の除排雪に支障がない

こと、土地所有者や地先地権者の了解が得られること、維持管理について地元町内会の協力が

得られることなどの条件をクリアすることが必要であります。

簡易的な待合所でありましても、基本的には同様の条件をクリアする必要があると考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 暫時休憩いたします。

午後 ３時００分 休憩

────────────────

午後 ３時０８分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

理事者答弁、森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） －登壇－

教育行政執行方針について、湯浅議員の御質問にお答えいたします。

はじめにの部分の世界の中の日本人として強く生き抜く力・人間像についてでございます

が、今の歌志内市の子供たちがその寿命を全うするまで、心も体もともに健康で社会にとけ込

みながら、みずからの意に添った生活をする力を持つこと、また、そのような人生を歩むこと

ができる人間像であります。

具体的には、昨今の世界経済の中で、自分の性格や指向にあった職業につき、働くことへの

生きがいを得ることが必要で、そのためには社会が求める教養や体力、技能を身につけておく

必要があります。既に社会は出身地や国籍にこだわらず優秀な人材を求めており、その中で日

本人としての特性を生かしながら国際社会に通用する人に成長させてあげることが重要と考え

ております。

続きまして、第１、学校教育の充実において、幼稚園と大学の連携等々、思いやりの心を育

てる環境づくりの調査研究について具体的にお答えいたします。

子供はたくさんの目と手で守り成長へと導いていくことが大切であり、多くの人とかかわる

ことにより、より豊かな感性と人間性を育んでいきたいと考えております。このため国学院大

学と連携し、学生は幼稚園において心のこもった対応により楽しい時間を共有させ、幼稚園児

は夢を持った学生たちからの触れ合いは貴重な体験となり、ともに育ち合う温かい交流を実現

させていきたいと考えております。

そのため平成２５年度において、国学院大学と具体的な打ち合わせを行い、幼稚園訪問や大

学訪問など実現できることから始めてまいりたいと考えております。また、幼保一体化の検討

を進めながら、幼稚園園舎の老朽化・耐震化の課題と中学校校舎を活用した幼稚園運営による
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思いやりの心を育てる教育効果の検討を進めてまいります。

続きまして、ロの幼稚園保護者の負担軽減を図ることについての具体的な事柄であります

が、現在小中学校の児童生徒に対し実施している補助教材の一部を市負担としている例になら

い、幼稚園保護者会で支出している教材費のうち、毎月購入している絵本代を市で負担するこ

とにより保護者の負担を軽減しようとするものです。

続きまして、ハの幼稚園・小学校の校舎の補修についてでございます。

小学校については平成２５年度で２階、３階部分のトイレを洋式化し、平成２６年度で１階

部分のトイレを洋式化することを予定しております。幼稚園については平成２５年度に予定は

ありませんが、平成２７年度以降、中学校のトイレの洋式化の時期に幼稚園のあり方も含め検

討したいと考えております。

続きまして、ニの高校生の通学支援についてでございますが、歌志内高校が平成１９年３月

に閉校となり、その後市内居住の高校進学者は近隣市町などの市外に所在する高校へ進学して

おり、通学費は経済的負担になっているものと感じております。

この経済的負担を少しでも軽減するための支援について、これから具体的に調査を進めてい

くものであり、遅くても年内には何らかの支援を実施することを考えております。

続きまして、歌志内市の地域特性を生かした教育の取り組みについてでございますが、本市

の観光資源であるかもい岳やチロルの湯を初め、石炭や炭鉱の生活など歌志内の資源や歴史、

文化を地域特性としてそれらを再認識させ、郷土愛を育む教育を授業に取り入れて実施してお

ります。

続きまして、家庭教育に関する学習機会の拡充についてございますが、平成２５年度に新た

に予定しております事業は、ラジオのパーソナリティーとして、子育て相談などを行っている

著名な講師を招いて子育てに関する講演会を開催する予定でございます。

続きまして、図書館と公民館の有効活用の工夫を検討するということでございますが、より

多くの市民の皆様が図書に触れ読書に親しんでもらえることができるよう、公民館内に図書館

の一部を設けることができないか検討してまいります。

最後に、老朽化したプールの補強についてでございますが、市営プールは昭和５１年の建設

でございまして、老朽化が著しくなっており、中でも上屋の鉄骨の腐食が耐久性などの安全面

の心配があるので、平成２５年度は鉄骨が倒壊しないよう補強を行うものでございます。その

上で、平成２５年度は今後のプールのあり方につきまして検討してまいります。

以上でございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ありがとうございます。

最初に、市長のほうから本当にこれまで以上に市民の声を市政に反映させるとともに、職員

一丸となって市民のために何ができるのか、何をしなければならないのかという市民目線に

立った市政の運営に努めてまいりますというふうにお答えいただきました。

本当に歌志内発展のために市長、それから行政の職員の皆様、それから私どもで心を一つに

して歌志内の発展のために全力で頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

３番目ということで、かなり質問内容が重複しまして本当に理解できた部分がたくさんあり

ました。それで、私のほうからは最初に市民の方から御相談いただいた部分から再質問に入り

たいと思います。ですから、順序がいろいろ変わると思いますが、よろしくお願いいたしま

す。
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３番目に行きます。期日前投票の宣誓書の事前記入についてです。

今説明をいただきました。これは前から検討されていたということで、本年７月に予定され

ている参議院通常選挙での実施に向け検討してまいりますと、すごくうれしい答弁が返ってま

いりました。

この部分では本当に高齢者の方から、ゆったりと期日前投票に行ってほしいというそういう

声がありまして、本当に高齢の方は受付で住所、氏名を書くというのは何かそこまでして行き

たくないというので、敬遠しているのが実態でございました。これが実現できると本当に投票

率にもつながって、大変よい取り組みではないかなというふうに思いますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

それから、４点目のバス停の件だったのですが、これがちょっと厳しいかなというふうに見

ておりました。たくさんないところがあるのですが、ここの部分で、ここは絶対だめ、ここは

ちょっと考える余地があるとかというふうな内容的なものをお聞きしたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） バス待合所の設置は、ここは考えれるところということで、どこ

どこについているかというところについては把握はしているのですが、個々にここは設置が可

能かとかの部分については、ちょっとまだ検討しておりませんで、先ほど御答弁でも申し上げ

ましたように、町内会の協力が必要になりますので、その部分ですとか、あと土地とか場所が

スペース的にあるかどうか、これはちょっと時間いただけれは確認すること可能かと思います

けれども、今のところ場所は把握してますけれども、個々に可能かどうかというところまでは

ちょっと検討しておりませんでした。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 私もこの御相談を受けて実際に車を使わないで、歌志内の町をちょっ

とバスに乗ってみました。すごく寒い時期でもうしばれる日だったものですから、バスを待っ

ているというのは、まず近いところでは本当にバス停のないところから始まりました。結構バ

スが２０分から下手したら３０分おくれるときもありました。これは何もなかったら私きちっ

と防寒具着ていったのですけれども、お出かけするときにまさかスキーウェアとか、ああいう

のを着て出かけないですよね。いろいろな状況があると思うので、これは大変なことだなとい

うふうに思いました。

一番最初に御相談を受けましたのは、歌志内の本町の歌志内市街というところなのでしょう

か、ゆめつむぎさんの前には立派なバス停があります。赤平方面に行くところの部分がなかっ

たのですね。それで、ここは前から地域の方からあそこは必要だ必要だというふうに言われて

いまして。ちょうどそこの商店が１軒ございまして、その方がもうすごく協力的で、皆さん

立っているのは大変だからということでビールの箱を何個か出して、その上に板を敷いてとい

うことでやっていただきました。ビールのいすですかと聞いたら、湯浅さんわからないでしょ

うと、そこに普通のビニールとかあれしたいすを置くと炎天下で解けてしまうのですよと、も

う全然そういうものがだめですと、これが一番いいのですというアドバイスを受けました。そ

うしたらひさしは絶対必要ですねというお話になったのですが、ひょっと上を見ましたら、そ

このお店のひさしのところが破れていたのですね。それでこれどうしたのですか、変えるので

すかと言ったら、いやもうこんなに景気が悪ければ１０万円ぐらいはかかるので、とてもそん

な自分で取りかえようとは思っていないと、これは全部ぼろぼろになったところを外すように

考えているのだということなのですね。そうしたら、何回か行っているうちに、その破れてい
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ない部分に市民の方が入っていった光景を見て、これはちょっと深刻だなというふうに思いま

した。

それで、市としては、今いろいろな状況があるということなのですが、せっかくそこのとこ

ろでひさしの部分があるのですが、そこの部分だけでもひさしの部分を見ていただくというわ

けにはいかないのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） ひさしの部分だけを行政でということだと思うのですけれども、

ちょっと問題があるかどうかということで、個人の建物の部分について公費で改築というか補

強していいのかどうかという部分が研究しなければならないのですけれども、そのほかにもそ

の場所で、そうすると掃除とかそういう部分について協力が得られるか、そういう部分は

ちょっと確認が必要かと思います。その公費でできるかどうかについては、先ほど言いました

けれども、個人の建物の部分に直接行政が手を加えれるかどうか、その部分についてはちょっ

と研究をさせてください。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） そうしたら、今お聞きしましたら、結局今建っていないところという

のは、そういういろいろな問題があって建てられなかったから建っていないということなので

しょうか。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 今建っていないところの部分で、多くなものはやはり所有者と地

権者の了解が得られなかった部分が多いのではないかと思います。あとそれ以外の部分につい

ては、町内会ですとか、そこの使っている住民の方の特に要望が上がってこなかったものです

から設置してなかった部分も、中にはあるのかなというふうに思っております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今、町内会というお話が出てきましたが、町内会長さんは万々歳で

やってくださいという方向性でございます。それで、ぜひそこの部分は進めていただきたいな

というふうに思います。

それと、市民のためにということでバス路線を変更されて、文珠の裏通りをずっと来ていた

だいてますね。本当にそれは市民にとっては病院に行くにも、買い物に行くにも近くから乗れ

るということで、物すごいいい反響なのですが、やはりここも本当にどこもないのですよね。

西歌団地から始まって、もうずっとないものですから、ここも何とか。よく札幌ですと路面電

車のところに素敵なポールみたいなのが建って、上に建っているような、ああいうことは考え

られないのでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） バス路線の切りかえになった部分ということで、その部分につい

ては６カ所ぐらいバス停留所があるのですけれども、上り下りと言うのですか、赤平方面も砂

川方面も実は一つもないのです。その部分について今議員がおっしゃったように簡易的な部分

だと思うのですけれども、建てれるかどうかということなのですけれども、まずスペース的な

ものがあるのか、あとほとんどが市道な部分ですから、スペース的には余りないというふうに

思っておりまして、その部分について要望が多いところについては個々に、ここは大丈夫かど

うかということを確認してまいりたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 難しいのだなということで、今とらえておりますが、やはりバス停と



─ 116 ─

いうのは歌志内にとっては、今すごい重要な足でございますので、市民の皆様が困らないよう

な方向性で、いろいろな角度から検討していただきたいなというふうに思います。西小学校の

ところなんて市の土地ですから、あそこはどうなんでしょうか、ああいうところは検討できま

せんか。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 確かにバスについては歌志内唯一の公共交通機関でございますの

で、その部分については皆さん利用するのはそれしかございませんので、今おっしゃられまし

た西小学校の前という部分で、あそこについてはスペース的にあるのかどうなのか、ちょっと

具体的に見させていただきたいというふうに思います。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 大変申しわけありませんけれども、ない部分１カ所１カ所調べていた

だきまして、どういうふうになったかということをお聞きして、市民の皆様に説明をしたいと

思います。特に今急いでおりますのは、本町の歌志内の市街のところ、あそこが結構乗る人数

が多いみたいですので、全面的に力を入れて考えていただきたいなというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 本町といいますか、赤平方面の停留所なのですけれども、最初はフ

ジヤさんのところからずっとありまして、そこに何もなくフジヤさんの店がそのまま停留所が

わりになって使われていたという歴史があそこの地域にはあって、今は大分右側のほうにずれ

てますけれども、結局それだけ商店街がありまして、その中で買い物がてら地域の皆さんの利

用が多いもので、商店街の好意によってそういう停留所というか待合所をつくらなくても、そ

うやって利用されていたということで、あそこの地域についてはずっと昔からバス停がないと

いうことでいろいろと問題になっていた点でした。

それで、本町ショッピングセンターのところにバス待合所ができたということで、両方の方

面、砂川、赤平の方面の利用者もそこのショッピングセンターの待合室を使っていたという経

緯で来ています。

それで、これはこの後の話ですけれども、その地域のところに先ほど松井課長が言ってまし

たけれども、建てるスペースがないので、もう建てるとしたらサッカーとかやるところの屋根

のついたちょっと風通しがあって寒いと思いますけれども、ああいう形で建てるしかないの

で、それであれば利用する人が大変寒くなりますので、もしこれら話し合いがつけばというこ

とで今消防本部のほうと、待合室ではないですけれども、そこの活用が一体できるかどうかと

いうのを協議したいなということで、先般消防長のほうと話ししています。

というのは、あそこに消防本部をつくるというきっかけになったのも、やはり防災対策とか

で市民の交流の場としても使う必要があるのではないかという話も出てますので、その地域に

つくるのではなくて、そういう今のある施設を活用してできないかどうか。先ほど言った空き

家対策もその一つの例だと思いますけれども、昔の石橋家具店さんとかの軒先を利用して、そ

の施設そのものを生かして利用できないかということもありますので、ちょっと時間がかかり

ますけれども、そういう対策もきちんとその地域の人たちと協議しながら決めていきたいなと

いうことで、少し時間がいただきたいということでございますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 前向きの検討をどうぞよろしくお願いいたします。



─ 117 ─

それでは、順不同になるのですけれども、健康で心ふれあうまちのところの部分から入って

いきたいと思います。

ここのところで、先ほどいろいろな老人家庭除雪事業等々と、このようになりましたよとい

う部分を聞かせていただいて、本当に前向きになっているのだなということで、ここのところ

は了解いたしました。

それで、在宅生活を支える一助としてというところで、介護教室をこれから年３回ぐらい開

くという部分と、それから③の子育て支援の充実というところと関係があると思うのですが、

歌志内でも導入されているのかどうか私わからないのですけれども一応要請ということで、今

お願いしたいのですけれども、各市町村で、高齢者ボランティアを行うと交付金が支給される

介護支援ボランティア制度の導入が進んでおりますということであるのですが、高齢期を迎え

ても可能な限り長く健康で過ごしたいというのは、私たち誰もが望むことですよね。その観点

から、介護を受けたり寝たきりになることなく、日常生活を支障なく暮らせる期間をあらわす

健康事業という考え方が今もう注目を集めております。

それで、その中の高齢期を健康で元気に過ごすための具体的な方法の一つとして、高齢者が

介護支援などのボランティア活動に参加することにスポットが当たっていて、このようにボラ

ンティアをすることによって高齢者の方自身が、私も世の中の役に立っているのだという生き

がいを感じながら、それが自分自身の心身の健康の増進につながり介護予防にも役立つという

ことが、今すごく多いと言われております。

それで、介護支援ボランティア制度は住民相互による地域に根差した介護支援などの社会参

加活動として重要となると思いますが、歌志内についてはこの件はどのようになっております

でしょうか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今言われたような具体的に介護支援ボランティアという部分

の事業として取り組むという部分では、今現在はありませんけれども、今言われたように高齢

者の方々につきましては、今言われているように高齢化でもう６５歳になっても非常に元気な

方がおりますし、地域においてはやはりマンパワーとしていろいろなボランティアに参加して

いただいているという現状がありますので、これからについても今言われたように高齢者の方

が生きがいのために、いろいろなボランティアに参加していただくという部分では、あらゆる

面を考慮しながら今後も検討していかなければならないかなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） それでは歌志内としてはボランティアにこの予算化しているという方

は大体どれぐらい、社会福祉協議会の中も全部含めていらっしゃいますか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 具体的に何人というのは現状では押さえておりませんけれど

も、実質今言いましたように、ボランティアとして参加していただいている方々は大体高齢者

の方が多いのではないかなというふうに思います。ですので、大体今参加している方々は６０

代前後、６５歳前後かそれぐらいの年齢ではないかなというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） すいません、ここに新聞に大きな見出しで高齢者が介護施設を支援と

いうことで載っていまして、これは横浜の地域で、特別養護老人ホームに本当にボランティア

の方が喜んで行っているという状況が書かれております。ここでは横浜いきいきポイントとい

うことで２００９年から取り組まれておりまして、６５歳以上の高齢者が研修を終えると登録
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できるということで、１回の活動で２００ポイントが取得でき、１ポイント１円で年間８,０

００円まで換金できますということで、この特別養護老人ホーム、また保健施設などでは、こ

こでは３０３施設があるのですけれども、ことしの２月１日現在で。もうすごい、中には９０

歳の人もこれに参加しているという人もおりまして、すごい取り組みなんだなということも

びっくりしたのですけれども、施設側の方もボランティアを歓迎していますと、新横浜さわや

か苑の施設長さんはボランティアと入所者が顔なじみになる上、スタッフに余裕が生まれるの

でサービスの幅が広がり助かると感謝していましたというふうに、ここに載っていたのですけ

れども、スタッフに余裕が生まれるということは、ここの部分すごく私感動したのですよね。

昨年から歌志内の養護施設でもいろいろな事件が悲しいことがありましたし、もっともっと

何か手を入れていかなければならないのだなという思いがあるのですけれども、もう１点ここ

もう１回ボランティアのことでお聞きしたいと思います。ボランティアのこのポイントの制度

はできないものでしょうか。

○議長（山崎数彦君） ただいまの質問については、通告外の質問です。それで理事者のほう

は答えられる範囲で答弁してください、どうぞ。

虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今お話のありましたポイント云々というのは、当市では今の

ところ検討というのもしておりませんので、それに対してのお答えはできませんけれども先ほ

ど言いましたように、高齢者の方々がいろいろな面でやはりボランティアで参加していただく

という部分では、これまでもそうですし今後についてもそういう部分では、機会があればぜひ

参加していただきたいというふうに考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ぜひボランティアの部分でも高齢者が元気になるお仕事でございます

ので、もう全力で取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。

それと次は、障がいを持つ方のことなのですが、試合に参加するための経費など助成につい

て、お願いいたしますということで質問したのですが、それとすごくびっくりしたのですけれ

ども、歌志内においてもこうい制度があるのかということで、交通費とか出るということが

あったのですが、これは何か広報かなんかには載ったことがあるのですか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 先ほど申し上げました経費の部分ですけれども、これにつき

ましては歌志内市身障者福祉協会というところのほうの予算の中に、その大会に参加する場合

の交通費の経費として計上しておりますので、市がそのＰＲ云々という話ではなくて、身障者

福祉協会のほうで会員の皆様宛てにそういうものを予算化しているというところであります。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ちょっと今そこの意味がよくわからないのですが、歌志内の方で５０

代の方なのですけれども、車いす生活になっておりまして、本当にお仕事もできないような状

況なのですが、スポーツバスケットが物すごく大好きになりまして、１０年ぐらい前からバス

ケットに取り組んでいるという状況なのです。こういう方の場合は、何かその登録をしなけれ

ばそういうのはいただけないということになるのですか、今の状況では。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 基本的には歌志内の身障者の方々の協会に入っていただいて

参加していただくという部分が基本になってくるかと思います。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。
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○３番（湯浅礼子君） 申しわけありません。この方は歌志内の中ではなくって旭川の大きな

団体です、名前を言ったら皆さんああとわかるぐらいな大きなそういうバスケットの協会みた

いな感じなところです。それで私もお母様から相談受けたものですから、息子さんと直接お話

しできなくて内容が余りできなくて、あちこち電話かけてみました。各空知管内の市町村にか

けたら、そんな通勤手当とか車いすの補助はないですよと全部断られて、ああ、ないのかと

思って、インターネットで調べましたら、インターネットではその東京で年に何回か試合があ

るのですね。それで、それもすごく大きい団体なのですね。そこにメールで困っていますとい

うふうに連絡とりましたら、直々にそこの会長さんからお電話来まして、ありますので、各自

治体ときちっとそういうものがありますから相談してみてくださいと、わからなければまた私

のところにお電話くださいというふうにいただいたのです。

今の話ですと、旭川でもそういう何というのですが団体に入って活動している場合は該当に

なりませんか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 今のこの状況というか、歌志内の身障者福祉協議会の中での

先ほども言いましたとおり、空知管内のスポーツ大会ですとか、全道に行くためのスポーツ大

会の経費として計上しておりますので、今湯浅議員のお話にありましたように、そういう旭川

の団体でやっている部分について、その経費という部分については現状ではないというところ

でございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 年に何回も東京のほうまで足を運んで全国大会というのですが、そう

いうのをやっていますと。そのほかに近隣札幌ですとか、もう北海道じゅう、本当に１年間に

何回も何回も足を運ぶということを聞きました。そして、私もちょっと認識不足だったのです

が、バスケットの試合というのは専用の車いすがあるのですね。それでそれは四十数万円もす

るのですということで、もううちは経済的にも大変なのだけれども、息子が生き生きと生きが

いを持って生活するためにはと思って協力しているのですということで、今回もまたその部品

を取りかえてやるということで、２２万５,０００円を持たせたのですよと。だから何とかい

ろいろな形でそういうのを応援していただく手当てをちょっとやってくださいというふうに言

われたのですよね。ぜひ、この部分では難しいでしょうけれども、何とかなりませんでしょう

か。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 現状では、そういう方に対する制度といいますか、そういう

ものを私どもでも持ち合わせておりませんので、この場で何とかしますという部分では、なら

ないので御理解いただきたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） その青年いわく、歌志内にも何名もそのバスケットをやりたいという

ことで、一、二回足を運んでやったのですが、経費がかかるということで断念した方がたくさ

んいらっしゃるということをお聞きしました。そういう意味で、障がい者に対する本当に本人

たちが喜んで人生を満喫できるような方向性で何かできるようなことを考えていただきたいな

ということを要請しまして、この部分は終わりたいと思います。

あと６点目の予防対策・健康づくり事業の推進ということであるのですけれども、ここでは

いろいろ先ほどお話しありましたけれども、検診の目標というのは前にも定例会議会で聞いた

ことがあるのですけれども、３０％は超えていくだろうなというふうに私自身思ったのですけ
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れども、先ほどの女鹿議員の資料を見てみますと、平成２３年度は２５.３％、平成２４年度

には２５.６％というふうに余り多くなっていないのですけれども、ここの部分についてお聞

きしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 松井市民課長。

○市民課長（松井敬道君） 先ほど申し上げた健康診査につきましては、国民健康保険の分で

ございまして、目標については大分高いのですけれども、ほぼ横ばいというか、横ばいより若

干少しずつ上がっているというのが現状でございまして、それらの対策について、いろいろな

対策はしているのですけれども、なかなか目標まではたどり着いていないというのが現状でご

ざいます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ここで、またもう一つ要請なのですけれども、皆さん御存じのように

胃がんの大きな原因とされるヘリコバクターピロリ、すなわちピロリ菌の感染による慢性胃炎

について厚生労働省は２月２１日、ピロリ菌の除菌治療に用いる複数の薬剤を保険診療の対象

に加えることを承認いたしましたと。ピロリ菌対策は公明党の松あきら副代表が、国会質疑な

どで政府に強く要請、また国会にも提出。北海道でもピロリ菌への保険適用などを求めて私た

ちもやりましたが、署名活動を行って北海道で１００万人を超える賛同を得て国会に提出いた

しました。

これまでピロリ菌による慢性胃炎の場合、胃潰瘍や十二指腸潰瘍にまで症状が進行しなけれ

ば除菌治療に保険は適用されず、数万円の費用がかかっていました。しかし、今後は内視鏡な

どで胃炎と確認され、呼気検査でピロリ菌の感染が認められれば保険適用となり、窓口負担が

例えば国保の３割の方は６,０００円程度の支払いで済むことになります。日本人のピロリ菌

感染者は３,５００万人とも言われ、年間約５万人の方が亡くなっています。

ピロリ菌除菌薬への保険適用が認められたことで胃がん死者数のみならず、今後の予防と患

者数の減少も期待されております。また、胃がんリスク検査は血液検査によってピロリ菌感染

萎縮性胃炎の状況を調べることで胃がん発生リスクを分析し、胃がんの早期発見と予防を行う

ものです。この事業で特定健診などで胃がんリスク検査はまだ市の事業として取り組んでいる

自治体少なく、東京では足立区、目黒区、西東京市、多摩市などが今取り組んでおります。平

成２５年度から東大和市で４０歳以上から７４歳未満の国保加入者に無料で行っている特定健

診において、希望者に同時にピロリ菌検査を行うことで特定健診率の向上と胃がんの早期発見

につなげているように、取り組むようになりましたという新聞記事を読んで、これはすごいこ

とだなというふうに思いました。

これは要望なのですけれども、この胃がんのリスク検査なんて実施ということはどうでしょ

うか。

○議長（山崎数彦君） 虻川課長、答えられますかそれ今の。通告外ピロリ菌の話なのですけ

れども、わかる範囲で答えれますか。

今のちょっと確認します。

湯浅さんの特定健診の関係ですか、国民健康保険の関係のやつですか、さっきの女鹿さんの

ということで、続いて質問したのですが、ちょっともう１回整理して質問してください。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） もちろんそうなのですけれども、ここの中には予防対策事業及び健康

づくり事業の推進というふうに、これ全部含まれるのでないでしょうか。女鹿さんのは先ほど

ちょっとどんなことってということで、見せていただきましたが。
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○議長（山崎数彦君） 今のは、したら保険福祉課長の答弁の部分ですね。

暫時休憩します。

午後 ３時５２分 休憩

────────────────

午後 ３時５７分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

お諮りいたします。

本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長したいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

よって、本日の会議時間は延長することに決しました。

暫時休憩いたします。

午後 ３時５７分 休憩

────────────────

午後 ４時０４分 再開

○議長（山崎数彦君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

湯浅議員に申し上げます。湯浅議員の質問の２ページ目の上からずっと来まして、ページ５

の⑥保健行政の推進、このことについて再度まとめて質問してください。どうぞ。

湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ではもう一度お願いいたします。

⑥の保健行政の推進、予防対策事業及び健康づくり事業の推進について、平成２５年度に強

化推進する部分ということで、各種検診、例えば胃がん検診等々の中に、このピロリ菌除菌検

査も加えていただけないでしょうかという質問でございます。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） 現状の検査におきましては、ピロリ菌の検査につきまして対

象となっておりませんので、御理解願いたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） では、今後検討していただけますか。

○議長（山崎数彦君） 虻川保健福祉課長。

○保健福祉課長（虻川善智君） ２５年度の検査におきましても、現状の検診ということに

なっておりますので、２５年度の中でそれが入るという現状の中では考えておりません。

以上です。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ２５年度は全然だめだということですよね、今、言ったのはね。そう

ですか、一応でもこれは前向きに取り組んでいただきたい部分ですので、しつこいようですが

検討をよろしくお願いします。

以上で終わります。

○議長（山崎数彦君） 全部終わりでいいですか。

○３番（湯浅礼子君） まだあるのですね、すいません、勘違いしました。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） すいません、今、もう時間だよというサイレンだと思いまして、座っ
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てしまいました。

これは市政執行方針の市民のニーズということで、地区別懇談会の部分の取り組みについて

のことなのですが、定例会終了後３回開催していきますということで、ここの部分で前にもち

らっとお聞きしたのですけれども、地区別懇談会の中で行政の方がたくさん周りずらっとい

らっしゃいまして、ほかの地域はわからないのですが、私が参加した部分のところでは、町

内・地域の方の住民が本当にまばらだという状況なのですが、ここの部分の開き方について

ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） その件につきましては、何度も言われていることで、市民が１０人

集まったら２０人以上管理職の皆さんがいるということで、発言しづらいということをよく言

われている内容です。それと、議員最初に言いました地区別市政懇談会というのは、定例会の

後ではなくて情報交換会が町内会長集めているのが、その定例会の後ということですので、地

区別市政懇談会は最低でも１年に１回は実施していきたいということです。

それで、実施の方法ですけれども、いろいろとことしからは手法を変えたいなということ

で、まだ市長とは具体的には話してないのですけれども、一方的な情報を行政から渡すだけで

なくて、やはりコミニュケーションをしなければならないと、それぞれ参加していただく方に

ついては、それぞれテーマを持って絶対この懇談会に来ていただいてますので、例えば福祉の

話をしたいよとなれば、その福祉の保健福祉課長を中心に、その福祉の問題を語るチーム、あ

と行政のほうで一般の陳情をしたりとか、住宅とかということで、会話をしやすい班をつくっ

て進んで会話コミニュケーションできれば、より一層市民の声が聞けるかなと。それを最後に

総括して市長と答弁をし合うという形で、なるべく小さいことでもコミニュケーションを図っ

た中で進めれば、少しは前進できるかなと。

それに気軽に市民の皆様が多く参加していただければ、今までと違った一方的な行政情報の

提供だけでは済まなくなってくるかなと、いろいろな問題の底辺の部分も、いろいろと相談し

合えるかなという状況をつくっていければいいなというふうには思っています。これもまだ市

長とは具体的に話ししてませんので、今後の課題としているところです。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今お聞きして前向きな検討をよろしくお願いしたいと思います。特に

女性の場合は社会に出ていて、何人かの話のときはぺちゃぺちゃペちゃといろいろな意見が出

るのですが、格式張ったああいう席ではなかなか思っていることが十分の一も言えないという

状況になりまして、そこの部分を配慮してお願いしたいなというふうに思います。

それから、ここの中で小中学生や各種団体というところの関連するのかと思うのですけれど

も、昨年も行われました子ども議会という部分がありますですよね。あれは去年の場合は私

キャッチして出ることができたのですが、これはどういうふうな周知の仕方でわかって出られ

るようになるのでしょうか。ありますよという案内です、わからなかったのですけれども。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 一般の皆さんに公開しないでという案内を出さなかったから、知ら

なかったということだと思うのですけれども、ここの議場で小中学生と市長との議会のやりと

りでないですけれども、提言のし合いということで、市長に対する提言をお願いしますという

ことで、子ども議会という名前に近いような形で子供たちの提言ということで私たちの考え方

を取り入れてくださいということで、そういう議会形式なものをやったのですけれども、一般

の人に、このものをやりますということは周知していなかったので、そういう状況になりまし
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たけれども、ぜひ皆さんに公開したいというふうな考え方に立てば、そのように提言があれば

周知していきたいなというふうにして思っています。ただ、そのときは周知をしなかったとい

うことでございます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） すごくこの会合に出れなかったら、私はもう大変だったなという思い

で、すごくいい会合だったものですから、やはり市民に出たいという方もいらっしゃると思う

ので、お知らせ願えればありがたいなというふうに思います。

恒久平和を願うこの運動のことで、このように書かれておりますが、これ以外にはもうここ

に載っている以外にはないのでしょうか、もう一つぐらい聞いてみたいなと思いますが。

○議長（山崎数彦君） 答弁のあった以外に、さらにということですか。

湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） 今ここでいただきましたのは、昭和６２年９月に歌志内市平和宣言を

行ってということで、ずっと黙祷をするとか、そういうふうな部分があるのですが、これだけ

ですかという意味です。このほかにはありませんかということです。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 今のところは、終戦近くということで、市民全員にそういう平和を

祈る機会としては８月の６日、９日、１５日という３回を、今現在予定しておりますので、そ

れ以外についてはまだ何も検討していません。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） インターネットで平和の市長会という部分で調べましたら、歌志内も

入っておりまして、この近隣の都市とあるのですけれども、ここの部分についてお伺いしたい

のですが。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 市長会への参加ですね、それは長崎と広島の市長さんから、ぜひそ

の構成団体に入ってくれという周知がありまして、平和の運動ですので、ぜひということで加

入しております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） ということで、ここの部分で教育とちょっと連動すると思うのです

が、授業の中で市長さんが行ってきて、こうこうだったよといろいろな意味での取り組みとか

もできるのではないかなと、何か市民を巻き込んで何かもっと大きくできるのではないかなと

いう思いがあるのですが、いかがでしょうか。

○議長（山崎数彦君） 岩﨑副市長。

○副市長（岩﨑雄逸君） 今まで一度もそういう集会に全国的な規模に市長は参加していませ

んでした。今、湯浅議員がおっしゃるとおりに参加していれば、歌志内市民にも報告ができる

という機会を設けられるのかなということで、その機会があればぜひみんなと相談してそうい

機会が持てるというか、行ければ市長にも提言していきたいなと思ってますので、いろいろと

その組織の内容もどういう活動をやっているかということは、今とにかく８月６日と９日と終

戦記念日のときに、市民に周知して全国的な規模で黙祷を行いますよという運動が、今、緒に

ついたばっかりですので、ことしで２回目になりますので、それを長く続けていって、平和の

日ということをいつまでも忘れないようにしたいなということで考えております。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さん。

○３番（湯浅礼子君） わかりました。ありがとうございます。
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以上で、質問を終わらせていただきます。

○議長（山崎数彦君） 湯浅礼子さんの質問を打ち切ります。

延 会 の 議 決

○議長（山崎数彦君） お諮りいたします。

本日の議事日程にあります議事が終わりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会し

たいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山崎数彦君） 御異議なしと認めます。

延 会 宣 告

○議長（山崎数彦君） 本日は、これにて延会いたします。

大変御苦労さまでした。

（午後 ４時１７分 延会）
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上記会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、

ここに署名する。

歌志内市議会議長 山 崎 数 彦

署名議員 湯 浅 礼 子

署名議員 本 田 加 津 子


